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 由布市告示第12号 

  平成28年第１回由布市議会定例会を次のとおり招集する 

     平成28年２月18日 

                                由布市長 首藤 奉文 

 １ 期 日  平成28年２月25日 

 ２ 場 所  挾間庁舎由布市議会議事堂 

────────────────────────────── 

 ○開会日に応招した議員 

太田洋一郎君         野上 安一君 

加藤 幸雄君         工藤 俊次君 

鷲野 弘一君         廣末 英德君 

甲斐 裕一君         長谷川建策君 

小林華弥子君         佐藤 郁夫君 

渕野けさ子君         太田 正美君 

佐藤 人已君         田中真理子君 

利光 直人君         工藤 安雄君 

生野 征平君         新井 一徳君 

溝口 泰章君                

────────────────────────────── 

 ○応招しなかった議員 

                    なし 

────────────────────────────── 
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─────────────────────────────────────────── 

平成28年 第１回（定例）由 布 市 議 会 会 議 録（第１日） 

                             平成28年２月25日（木曜日） 

─────────────────────────────────────────── 

議事日程（第１号） 

                        平成28年２月25日 午前10時00分開会 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

 日程第２ 会期の決定 

 日程第３ 諸報告 

 日程第４ 市長の施政方針 

 日程第５ 請願・陳情について 

 日程第６ 報告第１号 専決処分の報告について 

 日程第７ 報告第２号 例月出納検査の結果に関する報告について 

 日程第８ 報告第３号 定期監査の結果に関する報告について 

 日程第９ 諮問第１号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

 日程第10 諮問第２号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

 日程第11 承認第１号 専決処分の承認を求めることについて「由布市税条例等の一部を改正

する条例の一部改正」 

 日程第12 議案第１号 業務用パソコンの取得について 

 日程第13 議案第２号 庄内庁舎備品の取得について 

 日程第14 議案第３号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画について 

 日程第15 議案第４号 由布市過疎地域自立促進計画について 

 日程第16 議案第５号 由布市行政不服審査会条例の制定について 

 日程第17 議案第６号 行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備について 

 日程第18 議案第７号 由布市職員の退職管理に関する条例の制定について 

 日程第19 議案第８号 由布市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例の制定につい

て 

 日程第20 議案第９号 由布市由布川地域交流センター条例の制定について 

 日程第21 議案第10号 由布市老人福祉施設条例の廃止について 

 日程第22 議案第11号 由布市立小松寮の設置及び管理に関する条例の廃止について 

 日程第23 議案第12号 由布市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

の一部改正について 
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 日程第24 議案第13号 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正について 

 日程第25 議案第14号 由布市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例

の一部改正について 

 日程第26 議案第15号 由布市職員の給与に関する条例の一部改正について 

 日程第27 議案第16号 由布市消防団の設置等に関する条例の一部改正について 

 日程第28 議案第17号 由布市税条例の一部改正について 

 日程第29 議案第18号 由布市税特別措置条例の一部改正について 

 日程第30 議案第19号 由布市立学校施設の管理に関する条例の一部改正について 

 日程第31 議案第20号 由布市火災予防条例の一部改正について 

 日程第32 議案第21号 中依地区集会所の指定管理者の指定について 

 日程第33 議案第22号 佐土原地区集会所の指定管理者の指定について 

 日程第34 議案第23号 山崎地区集会所の指定管理者の指定について 

 日程第35 議案第24号 平地区集会所の指定管理者の指定について 

 日程第36 議案第25号 鮎川地区集会所の指定管理者の指定について 

 日程第37 議案第26号 上津々良地区集会所の指定管理者の指定について 

 日程第38 議案第27号 小平地区集会所の指定管理者の指定について 

 日程第39 議案第28号 水地地区集会所の指定管理者の指定について 

 日程第40 議案第29号 中島地区集会所の指定管理者の指定について 

 日程第41 議案第30号 槐木地区集会所の指定管理者の指定について 

 日程第42 議案第31号 東石松地区集会所の指定管理者の指定について 

 日程第43 議案第32号 石光地区集会所の指定管理者の指定について 

 日程第44 議案第33号 西石松地区集会所の指定管理者の指定について 

 日程第45 議案第34号 塚原地区自治公民館の指定管理者の指定について 

 日程第46 議案第35号 並柳地区自治公民館の指定管理者の指定について 

 日程第47 議案第36号 若杉地区自治公民館の指定管理者の指定について 

 日程第48 議案第37号 荒木地区自治公民館の指定管理者の指定について 

 日程第49 議案第38号 畑地区自治公民館の指定管理者の指定について 

 日程第50 議案第39号 内徳野地区自治公民館の指定管理者の指定について 

 日程第51 議案第40号 由布市石武農民研修センターの指定管理者の指定について 

 日程第52 議案第41号 由布市下湯平農民研修センターの指定管理者の指定について 

 日程第53 議案第42号 由布市前徳野農業研修所の指定管理者の指定について 

 日程第54 議案第43号 由布市湯平農業研修所の指定管理者の指定について 
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 日程第55 議案第44号 由布市奥江地区研修施設の指定管理者の指定について 

 日程第56 議案第45号 市道路線（中学校北３号線）の認定について 

 日程第57 議案第46号 市道路線（荒木代線）の認定について 

 日程第58 議案第47号 市道路線（前無田線）の認定について 

 日程第59 議案第48号 市道路線（宮尻線）の認定について 

 日程第60 議案第49号 市道路線（小野屋瀬口線）の認定について 

 日程第61 議案第50号 市道路線（小野屋畑田線）の認定について 

 日程第62 議案第51号 市道路線（天神山猪野中尾線）の廃止について 

 日程第63 議案第52号 連携協約の協議について 

 日程第64 議案第53号 由布市と日田市との証明書等の交付等に係る事務の委託に関する協議

について 

 日程第65 議案第54号 平成２７年度由布市一般会計補正予算（第５号） 

 日程第66 議案第55号 平成２７年度由布市国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

 日程第67 議案第56号 平成２７年度由布市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

 日程第68 議案第57号 平成２７年度由布市簡易水道事業特別会計補正予算（第３号） 

 日程第69 議案第58号 平成２７年度由布市健康温泉館事業特別会計補正予算（第２号） 

 日程第70 議案第59号 平成２７年度由布市水道事業会計補正予算（第３号） 

 日程第71 議案第60号 平成２８年度由布市一般会計予算 

 日程第72 議案第61号 平成２８年度由布市国民健康保険特別会計予算 

 日程第73 議案第62号 平成２８年度由布市介護保険特別会計予算 

 日程第74 議案第63号 平成２８年度由布市後期高齢者医療特別会計予算 

 日程第75 議案第64号 平成２８年度由布市簡易水道事業特別会計予算 

 日程第76 議案第65号 平成２８年度由布市農業集落排水事業特別会計予算 

 日程第77 議案第66号 平成２８年度由布市健康温泉館事業特別会計予算 

 日程第78 議案第67号 平成２８年度由布市水道事業会計予算 

 日程第79 予算特別委員会の設置及び付託 

────────────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

 日程第２ 会期の決定 

 日程第３ 諸報告 

 日程第４ 市長の施政方針 
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 日程第５ 請願・陳情について 

 日程第６ 報告第１号 専決処分の報告について 

 日程第７ 報告第２号 例月出納検査の結果に関する報告について 

 日程第８ 報告第３号 定期監査の結果に関する報告について 

 日程第９ 諮問第１号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

 日程第10 諮問第２号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

 日程第11 承認第１号 専決処分の承認を求めることについて「由布市税条例等の一部を改正

する条例の一部改正」 

 日程第12 議案第１号 業務用パソコンの取得について 

 日程第13 議案第２号 庄内庁舎備品の取得について 

 日程第14 議案第３号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画について 

 日程第15 議案第４号 由布市過疎地域自立促進計画について 

 日程第16 議案第５号 由布市行政不服審査会条例の制定について 

 日程第17 議案第６号 行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備について 

 日程第18 議案第７号 由布市職員の退職管理に関する条例の制定について 

 日程第19 議案第８号 由布市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例の制定につい

て 

 日程第20 議案第９号 由布市由布川地域交流センター条例の制定について 

 日程第21 議案第10号 由布市老人福祉施設条例の廃止について 

 日程第22 議案第11号 由布市立小松寮の設置及び管理に関する条例の廃止について 

 日程第23 議案第12号 由布市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

の一部改正について 

 日程第24 議案第13号 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正について 

 日程第25 議案第14号 由布市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例

の一部改正について 

 日程第26 議案第15号 由布市職員の給与に関する条例の一部改正について 

 日程第27 議案第16号 由布市消防団の設置等に関する条例の一部改正について 

 日程第28 議案第17号 由布市税条例の一部改正について 

 日程第29 議案第18号 由布市税特別措置条例の一部改正について 

 日程第30 議案第19号 由布市立学校施設の管理に関する条例の一部改正について 

 日程第31 議案第20号 由布市火災予防条例の一部改正について 

 日程第32 議案第21号 中依地区集会所の指定管理者の指定について 
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 日程第33 議案第22号 佐土原地区集会所の指定管理者の指定について 

 日程第34 議案第23号 山崎地区集会所の指定管理者の指定について 

 日程第35 議案第24号 平地区集会所の指定管理者の指定について 

 日程第36 議案第25号 鮎川地区集会所の指定管理者の指定について 

 日程第37 議案第26号 上津々良地区集会所の指定管理者の指定について 

 日程第38 議案第27号 小平地区集会所の指定管理者の指定について 

 日程第39 議案第28号 水地地区集会所の指定管理者の指定について 

 日程第40 議案第29号 中島地区集会所の指定管理者の指定について 

 日程第41 議案第30号 槐木地区集会所の指定管理者の指定について 

 日程第42 議案第31号 東石松地区集会所の指定管理者の指定について 

 日程第43 議案第32号 石光地区集会所の指定管理者の指定について 

 日程第44 議案第33号 西石松地区集会所の指定管理者の指定について 

 日程第45 議案第34号 塚原地区自治公民館の指定管理者の指定について 

 日程第46 議案第35号 並柳地区自治公民館の指定管理者の指定について 

 日程第47 議案第36号 若杉地区自治公民館の指定管理者の指定について 

 日程第48 議案第37号 荒木地区自治公民館の指定管理者の指定について 

 日程第49 議案第38号 畑地区自治公民館の指定管理者の指定について 

 日程第50 議案第39号 内徳野地区自治公民館の指定管理者の指定について 

 日程第51 議案第40号 由布市石武農民研修センターの指定管理者の指定について 

 日程第52 議案第41号 由布市下湯平農民研修センターの指定管理者の指定について 

 日程第53 議案第42号 由布市前徳野農業研修所の指定管理者の指定について 

 日程第54 議案第43号 由布市湯平農業研修所の指定管理者の指定について 

 日程第55 議案第44号 由布市奥江地区研修施設の指定管理者の指定について 

 日程第56 議案第45号 市道路線（中学校北３号線）の認定について 

 日程第57 議案第46号 市道路線（荒木代線）の認定について 

 日程第58 議案第47号 市道路線（前無田線）の認定について 

 日程第59 議案第48号 市道路線（宮尻線）の認定について 

 日程第60 議案第49号 市道路線（小野屋瀬口線）の認定について 

 日程第61 議案第50号 市道路線（小野屋畑田線）の認定について 

 日程第62 議案第51号 市道路線（天神山猪野中尾線）の廃止について 

 日程第63 議案第52号 連携協約の協議について 

 日程第64 議案第53号 由布市と日田市との証明書等の交付等に係る事務の委託に関する協議
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について 

 日程第65 議案第54号 平成２７年度由布市一般会計補正予算（第５号） 

 日程第66 議案第55号 平成２７年度由布市国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

 日程第67 議案第56号 平成２７年度由布市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

 日程第68 議案第57号 平成２７年度由布市簡易水道事業特別会計補正予算（第３号） 

 日程第69 議案第58号 平成２７年度由布市健康温泉館事業特別会計補正予算（第２号） 

 日程第70 議案第59号 平成２７年度由布市水道事業会計補正予算（第３号） 

 日程第71 議案第60号 平成２８年度由布市一般会計予算 

 日程第72 議案第61号 平成２８年度由布市国民健康保険特別会計予算 

 日程第73 議案第62号 平成２８年度由布市介護保険特別会計予算 

 日程第74 議案第63号 平成２８年度由布市後期高齢者医療特別会計予算 

 日程第75 議案第64号 平成２８年度由布市簡易水道事業特別会計予算 

 日程第76 議案第65号 平成２８年度由布市農業集落排水事業特別会計予算 

 日程第77 議案第66号 平成２８年度由布市健康温泉館事業特別会計予算 

 日程第78 議案第67号 平成２８年度由布市水道事業会計予算 

 日程第79 予算特別委員会の設置及び付託 

────────────────────────────── 

出席議員（19名） 

１番 太田洋一郎君        ２番 野上 安一君 

３番 加藤 幸雄君        ４番 工藤 俊次君 

５番 鷲野 弘一君        ６番 廣末 英德君 

７番 甲斐 裕一君        ８番 長谷川建策君 

９番 小林華弥子君        10番 佐藤 郁夫君 

11番 渕野けさ子君        12番 太田 正美君 

13番 佐藤 人已君        14番 田中真理子君 

15番 利光 直人君        16番 工藤 安雄君 

17番 生野 征平君        18番 新井 一徳君 

19番 溝口 泰章君                  

────────────────────────────── 

欠席議員（なし） 

────────────────────────────── 

欠  員（３名） 
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────────────────────────────── 

事務局出席職員職氏名 

局長 溝口 隆信君        書記 馬見塚量治君 

書記 三重野鎌太郎君                 

────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 

市長 ……………………… 首藤 奉文君   副市長 …………………… 島津 義信君 

教育長 …………………… 加藤 淳一君   総務部長 ………………… 梅尾 英俊君 

総務課長 ………………… 衛藤 公治君   財政課長 ………………… 御手洗祐次君 

総合政策課長 …………… 奈須 千明君   人権・同和対策課長 …… 清藤 勝己君 

監査・選管事務局長 …… 松田 伸夫君   会計管理者 ……………… 友永 善晴君 

産業建設部長 …………… 生野 重雄君   健康福祉事務所長 ……… 河野 尚登君 

環境商工観光部長 ……… 佐藤 眞二君   挾間振興局長 …………… 平松 康典君 

庄内振興局長 …………… 一法師恵樹君   湯布院振興局長 ………… 小野 啓典君 

教育次長 ………………… 森山 金次君   消防長 …………………… 大久保 篤君 

代表監査委員 …………… 土屋 誠司君                       

────────────────────────────── 

午前10時00分開会 

○議長（溝口 泰章君）  皆さん、おはようございます。これより平成２８年第１回由布市議会定

例会を開会いたします。 

 ただいまの出席議議員数は１９人です。定足数に達していますので、ただいまから本日の会議

を開きます。 

 執行部より、市長、副市長、教育長、各部長、関係課長及び代表監査委員の出席を求めていま

す。 

 本日の議事日程は、お手元に配付の議事日程第１号により行います。 

────────────・────・──────────── 

日程第１.会議録署名議員の指名 

○議長（溝口 泰章君）  まず、日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 本定例会の会議録署名議員は、会議規則第８８条の規定により、１１番、渕野けさ子さん、

１２番、太田正美君の２名を指名します。 

────────────・────・──────────── 

日程第２．会期の決定 
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○議長（溝口 泰章君）  次に、日程第２、会期の決定を議題とします。 

 本定例会の会期は、本日から３月１８日までの２３日間といたしたいと思います。御異議あり

ませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（溝口 泰章君）  異議なしと認めます。よって、本定例会の会期は、本日から３月１８日

までの２３日間と決定しました。 

────────────・────・──────────── 

日程第３．諸報告 

○議長（溝口 泰章君）  次に、日程第３、諸報告を行います。 

 まず、議長報告については、今期定例会開会前までの分をお手元に資料として配付いたしてお

りますので、お目通しをいただき報告とさせていただきます。 

 次に、市長の行政報告を求めます。市長。 

○市長（首藤 奉文君）  皆さん、おはようございます。平成２８年第１会定例会の開会に当たり

まして、議員各位には公私ともに大変御多忙の中、御出席をいただきまして、まことにありがと

うございます。心から感謝を申し上げます。 

 また、本定例会において提案いたすことにしております報告３件、諮問２件、承認１件、議案

６７件につきましては、どうか慎重な御審議をお願いいたしますとともに、何とぞ御賛同いただ

きますようお願いを申し上げます。 

 さて、お手元に行政報告をお配りしております。御一読いただきますようお願いする次第であ

りますが、少しお時間をいただきまして、幾つかの項目について詳細な報告を申し上げます。 

 １２月２８日は、年末夜警実施中の団員の皆様へ、お礼と激励のために本部巡回を行いました。

各方面隊とも積極的な取り組みをいただいており、市民の安心安全が図られたところでございま

す。 

 また、１月１５日は、消防団員の士気高揚と資質の向上を目的とした由布市消防団特別点検を

実施いたしました。 

 次に、日出生台演習場にて、今回で通算１１回目の開催となります米軍実弾射撃訓練に対しま

して、１月１５日に大分県、由布市、九重町、玖珠町の四者による協議を大分県庁にて行いまし

た。 

 １月１８日は、四者協議会といたしまして、九州防衛局に対し、迅速詳細な情報伝達と最大限

の安全対策、訓練の縮小、廃止、短縮などを要望いたしました。 

 あわせて、由布市として、ゆふいん観光への影響を初め、少しでも市民に迷惑がかからないよ

う、夜間と休日の訓練自粛について強く要望いたしたところであります。 
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 さらに、由布市民の安心と安全確保のため、１月１９日に庁舎内に「日出生台対策本部」を、

２月６日には演習場周辺自治区内に「若杉現地連絡所」を設けたところであります。 

 ２月１日は、新たな「滞在型・循環型保養温泉地」構築の柱となる、観光情報発信拠点（ＴＩ

Ｃ）の整備を図るため、由布市としてＪＲ九州、坂茂建築設計と連携・協力体制を確認したとこ

ろであります。 

 ２月３日・４日の両日、「日本クアオルト協議会大会ｉｎゆふ」が当市において開催されまし

た。協議会参加の６市１町にて、「住んで良し訪れて良しの保養温泉地づくり」をテーマに、分

科会や中谷健太郎さんによる基調講演が行われ、各地域の特色あるクアオルトに関する取り組み

や施策を知ることができたことは、今後、クアオルトのまちづくりを行う上で有意義な大会であ

ったと思います。 

 続いて、地方創生関係では、２月８日は県内の大学による教育を通じて地方創生に貢献を目指

す「おおいた創生」事業キックオフシンポジウムに参加をいたしました。 

 ２月９日は広瀬大分県知事が座長を務める、大分県まち・ひと・しごと創生本部会議に出席。 

 ２月１６日には、地元４金融機関との連携により「由布市総合戦略」を効果的・効率的に推進

していくために包括連携協定を結びました。 

 ２月１１日には、由布市健康立市推進大会を開催し、引き続き「健康立市 由布市」の実現に

向け、市民の皆様へ御協力をお願いしたところであります。 

 ２月１４日と２月２１日には、本年３月をもって多くの皆様に惜しまれつつも閉校することに

なりました、大津留小学校と湯平小学校の閉校記念式典に出席したところであります。 

 次に、５,０００万円以上の工事請負契約につきましては、行政報告に記載しておりますので、

よろしくお願いいたします。 

 以上、報告をいたします。 

○議長（溝口 泰章君）  市長の行政報告が終わりました。 

 次に、地方自治法第１２５条の規定により、平成２７年第４回定例会において採択されました

請願・陳情の処理の経過と結果について、執行部より報告を求めます。副市長。 

○副市長（島津 義信君）  おはようございます。副市長でございます。 

 それでは、請願・陳情の処理経過について結果の報告をいたします。 

請願受理番号１８、市道認定に関する請願書。庄内町渕地区にある道路で、起点が市道仁瀬小袋

線に接続し、終点が行きどまりとなっている里道の市道編入に係る請願についてですが、道路の

一部が私有地となっており、市への帰属と終点部に市道認定の基準を満たす回転場の設置を行う

よう、関係する地域住民と協議を行っているところでございます。 

 土地所有者との協議が調えば、道路台帳作成業務を委託し、成果後に市道認定議案を提案する
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予定でございます。 

 以上でございます。 

○議長（溝口 泰章君）  請願・陳情の処理の経過及び結果報告が終わりました。 

 次に、由布大分環境衛生組合議会の報告をお願いします。由布大分環境衛生組合議会議長、新

井一徳君。 

○由布大分環境衛生組合議会議長（新井 一徳君）  おはようございます。由布大分環境衛生組合

議長の新井です。由布大分環境衛生組合議会が開催されましたので、その概要について報告をい

たします。 

 まず、平成２７年第２回由布大分環境衛生組合議会定例会が、平成２７年１２月２５日午後

２時から開催されましたので、その結果について報告をいたします。 

 会期は当日１日限りとし、議事事件としては、認定１件、議案１件が上程されました。 

 審議結果でございますが、認定第１号平成２６年度由布大分環境衛生組合歳入歳出決算の認定

についてであります。 

 事務局から、歳入歳出決算書に基づいて詳細な説明があり、平成２６年度歳入歳出決算額は、

収入済み額が６億９,３６３万２,７８８円、支出済み額が６億１,５２９万３,２６３円、差し引

き残額の７,８３３万９,５２５円が翌年度繰越金となるとの説明がありました。 

 歳入歳出の主なものは記載のとおりであります。 

 次いで、監査委員の大塚裕生氏から決算審査報告があり、審査の期間は、平成２７年７月

２３日に松本議員と２名で審査を行ったことの報告がありました。 

 審査意見としましては、昨年同様、適正に処理されている旨が報告されました。しかし、今後

において、退職等に伴う職員の減少や、し尿処理施設の老朽化による運営上の問題が懸念される。

組合業務は地域住民の生活に欠かせないものであるので、今後も、由布市・大分市、両市と連携

をとり、業務に支障が出ないようにするよう万全な体制を図るよう指摘されました。 

 審議の結果、全員の賛成により承認されました。 

 議案第４号平成２７年度由布大分環境衛生組合補正予算（第１号）についてであります。 

 歳入歳出の予算の総額に、歳入歳出それぞれ３,９５７万円を追加し、歳入歳出の予算の総額

を、それぞれ７億３９１万５,０００円とするもの。歳入は、分担金及び負担金を３７７万円減

額、財産収入を１,０００円の株を計上し、前年度繰越金を４,３３３万９,０００円増額するも

のです。歳出は、予備費のみ３,９５７万円の増額となっています。 

 また、挾間・庄内地区一般廃棄物可燃ごみ収集運搬業務を、平成２８年度から平成３０年度ま

での３年間の債務負担行為の承認を求めるもの。 

 審議の結果、全員の賛成により可決されました。 
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 次に、一般質問を日程追加して、１番、太田洋一郎議員より、「当組合に由布市内の３事業所

から、し尿くみ取り料金の値上げについての要望書が提出されていることに対し、これまで、ど

のような検討を実施し、また、管理者の考えは」との質問がありました。 

 管理者より、「他市町村からの情報により、現状の把握や料金等の比較検討を行い、県内の状

況を踏まえ、今後は値上げの方向で検討する」との回答がありました。 

 以上で、平成２７年度第２回由布大分環境衛生組合議会定例会の概要について報告をいたしま

す。 

 続きまして、平成２８年第１回由布大分環境衛生組合議会の概要について報告をいたします。 

 平成２８年第１回定例会が、２月５日午前１０時から開催されました。会期は当日１日限りと

し、議事事件としては、報告２件、議案３件が上程されました。 

 審議結果でございますが、報告第１号挾間・庄内地区一般廃棄物可燃ごみ収集運搬業務委託契

約の締結についてであります。入札の結果、由布市のゆうびクリーンサポート有限会社が３年間、

１億５６４万３,０００円で落札したことの報告がありました。 

 報告第２号平成２７年度定期監査報告についてであります。監査委員大塚裕生氏から、定期監

査を平成２８年１月２１日の１日間、松本議員と２名で監査を実施したことの報告がありました。 

 監査意見として、関係帳簿は適正に整備もしくは管理されており問題ないこと、また、今後ま

すます事務処理の緻密的要素が増大する中で、現金、有価物の管理運営、また個人情報の管理や

労務的管理を徹底するように指摘したとの審査報告がなされました。 

 議案第１号由布大分環境衛生組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正についてであ

ります。 

 今回、料金体系の整備により安定的な体制を確保するため、し尿くみ取り料金を１リットル当

たり１円の値上げを行うものであります。 

 議案第２号平成２７年度由布大分環境衛生組合一般会計補正予算（第２号）についてでありま

す。 

 歳入歳出予算の額に１,９５２万円を減額し、予算総額６億８,４３９万５,０００円と定める

もの。歳入は、予算見直しによる由布市・大分市の清掃負担金の減額が主なものであります。 

 歳出では、職員の異動や退職に伴う給料等の人件費の減額、資源ごみ収集運搬委託料の入札減

による減額や、ごみ収集車両の維持管理費の減額、また、し尿処理施設の整備費が入札による減

額が主なものであります。 

 議案第３号平成２８年度由布大分環境衛生組合一般会計予算についてであります。 

 歳入歳出予算の総額は、それぞれ６億５,６１１万円とするものであります。前年対比

１.２４％の金額にして、８２３万５,０００円の減額予算となっております。 
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 主なものとしましては、職員の異動や退職に伴う人件費の減額や、挾間・庄内地区での可燃ご

み収集を民間委託することに伴う収集車両の維持管理費の減額などです。資料として事項別明細

を添付していますので御一読を願いたいと思います。 

 慎重審議の結果、議案３件、記載のとおりに可決をいたしました。 

 以上で報告を終わります。 

○議長（溝口 泰章君）  由布大分環境衛生組合議会の報告が終わりました。 

 次に、広域連合議会の報告をお願いします。大分県後期高齢者医療広域連合議会議員、野上安

一君。 

○大分県後期高齢者医療広域連合議会議員（野上 安一君）  平成２８年２月２５日、由布市議会

議長、溝口泰章殿、大分県後期高齢者医療広域連合議会議員、野上安一。 

 平成２８年度第１回大分県後期高齢者医療広域連合議会定例会の報告をいたします。 

 会議結果。１、会議名、平成２８年第１回大分県後期高齢者医療広域連合議会定例会。開催日

時、平成２８年２月２２日月曜日、午前１０時。会期、１日間。場所、大分市の大分県医師会館

６階会議室です。出欠状況、県下議員２６名、定数２６名、全議員の出席でした。 

 議事日程及び議案内容について御報告いたします。 

 議案１号平成２７年度大分県後期高齢者医療広域連合一般会計補正予算（第２号）、歳入歳出

１億５,０１５万９,０００円を減額して、予算総額を歳入歳出７億４,１１２万６,０００円とし

たものです。 

 議案２号平成２７年度大分県後期高齢者医療広域連合特別会計補正予算（第２号）、歳入歳出

３億３,９３５万８,０００円を減額して、歳入歳出１,８３２億９,５５２万１,０００円とした

ものです。 

 補正予算については、予算調整部分が大部分と報告を受けました。 

 議案３号平成２８年度大分県後期高齢者医療広域連合一般会計予算について、歳入歳出７億

３,５４４万１,０００円としたものです。 

 議案４号平成２８年度大分県後期高齢者医療広域連合特別会計予算について、歳入歳出それぞ

れ１,８５８億８,９１５万３,０００円としたものです。 

 議案５号行政不服審査法等の施行に伴う関係各条例の整備について、行政不服審査法などの改

正が行われたもので、広域連合の関係条例の改正を行ったものです。 

 議案６号大分県後期高齢者医療広域連合行政不服審査会条例の制定について、国において、行

政不服審査法改正に伴い、行政不服審査会を広域連合の中に設置したものです。 

 議案第７号大分県後期高齢者医療広域連合議会議員その他非常勤職員の公務災害補償等に関す

る条例の一部改正について、地方公務員災害補償法施行例の一部改正に伴い所要の改正を行った
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ものです。 

 議案８号大分県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する一部改正について、地方公務員法

の一部改正等に伴いまして、連合会の所要の改正を行ったものです。 

 議案９号大分県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部改正について、平

成２８年度、２９年度の保険料を定め、また保険料の軽減対象を定めた政令改正が行われたこと

に伴いまして、保険料の軽減対象を拡大するために所要の改正を行ったものです。 

 議員提出議案の１号です。大分県後期高齢者医療広域連合議会会議規則の一部改正について、

議員提案を行いました。 

 同会議規則２条中、議員が出席できない理由に、１項目「出産」を挿入することになりました。 

 近年の男女共同参画の状況に鑑み、出産に伴う議会の議員に関する規定を設けることにより、

広域連合議会においても男女共同参画を考慮した議会活動を促進するため所要の改正を行ったも

のです。 

 以上９議案が上程され、議員提出議案１号も含めて全議案が可決されましたので御報告いたし

ます。なお、詳細資料につきましては当方にございますので、必要な議員は申し出てください。 

 以上で、報告を終わります。 

○議長（溝口 泰章君）  広域連合議会の報告が終わりました。 

────────────・────・──────────── 

日程第４．市長の施政方針 

○議長（溝口 泰章君）  次に、日程第４、市長の施政方針をお願いします。市長。 

○市長（首藤 奉文君）  平成２８年第１回由布市議会定例会の開会に当たり、平成２８年度当初

予算並びに諸議案の御審議をお願いするに際しまして、私の市政運営の所信と施策の概要の一端

を申し上げ、議員各位の御理解と御協力をお願いする次第であります。 

 本年は、「第二次由布市総合計画」の実施初年度となります。これまで築いてまいりました地

域の「融和」を礎とし、今後は次のステップとして、新総合計画の基本理念を「連携」と「協

働」、「創造」と「循環」といたしました。 

 連携と協働によるまちづくりを推進し、新しい価値の創造と持続性の循環を実現するために、

由布市の持つ資源や強みを生かしながら諸課題に対応することで、自分たちの住んでいるまちを

誇りに思える「地域自治を大切にした 住み良さ日本一のまち・由布市」に向けたまちづくりを

継承してまいります。 

 また、「まち・ひと・しごと創生法」の制定を受け、人口減少克服と地方創生をあわせて行う

ことで、将来にわたって活力ある地域づくりを進めるため、新たな視点から活性化を図る意味で、

昨年の１２月に「由布市総合戦略」を策定いたしました。 
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 「第二次由布市総合計画」の理念や将来像及び重点戦略プランと「由布市総合戦略」における

施策の整合性を図り、有機的な連動を図ることで、より効果的な施策を幅広く展開してまいりた

いと考えております。 

 少子高齢化を初め、人口減少、農村問題など地域の社会的課題は増大し、地域のあり方も変化

してきておりますが、価値観の多様性を考慮しながら、人と人の支え合いによる地域活性化に努

めてまいりたいと考えております。 

 さて、平成２８年度の具体的な取り組み概要につきましては、新たなる由布市創生の年と位置

づけ、より戦略的なまちづくりに向けた「第二次由布市総合計画」の基本構想を軸に、中期財政

計画に基づく中長期的な視点により、持続可能な財政運営を推進することを基本とします。 

 平成２８年度予算といたしましては、「第二次総合計画の重点戦略プラン」並びに「総合戦

略」に掲げる事業を推進するための「地方創生枠」を設け、９,２００万円余りの新規、拡大事

業を初め、総額８億６,７００万円の重点戦略、総合戦略に係る事業費を計上するなど、積極的

な予算編成をいたしたところであります。 

 「第二次由布市総合計画」の基本構想では、まちづくりの目標の実現に向けた取り組みを６つ

の施策に大別して設定しており、施策目標と施策内容に沿った形で取り組みを進めていくことに

しております。 

 その一つ目は、地域自治や防災、コミュニティー、行財政に取り組む「みんなで進める！持続

可能なまちづくり」、二つ目は、福祉や医療、健康に取り組む「一人ひとりの力を活かせるまち

づくり」、三つ目は、教育や文化、子育て、人権に取り組む「人や文化を育むまちづくり」、四

つ目は、産業振興や雇用創出に取り組む「経済の循環から地域が潤うまちづくり」、五つ目は、

自然環境や生活環境に取り組む「豊かな環境の中で快適な暮らしが実感できるまちづくり」、六

つ目は、観光・交流推進や地域プロモーション、移住定住に取り組む「地域を知り、表現するま

ちづくり」であります。 

 以上のテーマに沿って、市民の皆様と本市の現状についての認識を共有しながら、わかりやす

い将来像をともにイメージして、安心で安全な地域自治を大切にしたまちづくりを推進してまい

ります。 

 各施策の主な事業といたしまして、まず第１章“みんなで進める！持続可能なまちづくり”に

おいては、「地域防災推進事業」や「地域公共交通事業」等による安心安全で住みよい生活環境

整備を進めつつ、「由布コミュニティ事業」の継続、「地域活力創造事業」の拡充に加え、「庄

内神楽伝統継承事業」、「婚活事業」といった新規事業により、さらなる地域の活性化を図りま

す。 

 次に、第２章“一人ひとりの力を活かせるまちづくり”においては、「シルバー人材センター
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拡大事業」の支援による、世代を超えた生き生きと働き続けられる就労環境づくりや、健康マイ

レージ、シニアエクササイズ等市民の健康を第一義に進める「健康立市推進事業」、そして「認

知症対策推進事業」といった健康づくり事業を進めます。 

 第３章“人や文化を育むまちづくり”においては、「子どもたちを包み込む支えあい・助けあ

いプロジェクト」として、「地域子育て支援づくり事業」や「由布川児童クラブ建設事業」、

「市民総子育てサポート事業」等を実施し、若い世代が家庭を築き、次世代を担う子どもたちを

安心して生み育てられる環境整備を推進します。 

 また、「地域協育推進事業」、──「協育」は「協力」の「協」であります──「地域協育推

進事業」や「読書活動推進事業」、「文化財活用促進事業」等地域の協育力を活用した「由布の

学び」を創造し、未来を担う人材の育成と、輝く地域づくりを目指します。 

 第４章“経済の循環から地域が潤うまちづくり”においては、働くものが報われる、魅力的で

持続可能な就労環境の創造のため、農業では、「就農支援事業」や「特産品ブランド化推進事

業」、「地産地消推進事業」により、新規就農者の確保、農業法人等の経営基盤強化、新規品目

の導入等を推進するとともに、情報の共有化や研修の支援を行うなど、労働の質の向上を進めま

す。 

 商業では、「商工振興活性化事業」による店舗改修や朝市といった「商店街にぎわい創出支

援」や、プレミアム商品券の発行等による「地域経済活性化」の支援を行います。 

 次に、第５章“豊かな環境の中で快適な暮らしが実現できるまちづくり”においては、生命の

根源である「豊かな水環境創出事業」を初め、地域の美化活動を推進する「環境活動推進事業」、

移住希望者にとっても受け入れ地域にとっても幸せな移住・定住を目指す「由布市に住みたい事

業」や「住宅地調査研究事業」、ほぼ市内全域に光ファイバーを敷設する「生活関連情報通信整

備事業」等により、暮らしの環境整備を進めます。 

 最後に、第６章“地域を知り、地域を表現するまちづくり”においては、世界に名をはせる由

布院温泉を核として、由布市全体が魅力にあふれる健康保養地になることを目指し、「観光情報

発信施設（ＴＩＣ）」の建設や、新たな観光組織である「まちづくり観光局」の支援、「おもて

なし伝承師認定事業」や「インバウンド受入環境整備事業」「クアオルト事業」などを実施する

ことにしております。 

 また、地域資源を活用しながら、由布市の魅力をより深く楽しめるツーリズムの推進体制を構

築するため、「都市と農村の交流事業」の推進により、グリーンツーリズムを軸とした農村の活

性化を図り、地区住民が一体となって農泊客を受け入れる「由布市版農泊スタイル」の確立を目

指し、都市と農村の交流人口拡大を進めます。 

 以上、６つの施策分野には重点戦略プランとしてのプロジェクトも盛り込んでおりまして、そ
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のほかにも、社会福祉と健康・医療の充実、質の高い生活環境づくり、人権を尊重する社会の形

成などなど、安心して暮らせる地域社会の創造に欠かすことのできない分野につきましては、市

政運営の基本的な施策として、引き続き取り組みを進めてまいります。 

 ところで、平成２８年度は本庁舎方式移行に伴う組織再編が行われます。この機にあって、行

財政改革の取り組みをさらに強化するとともに、施策の優先順位を洗い直し、既存事業を検証す

る中で、由布市の未来に一条の光を差す、新たな創生事業にも大胆な取り組みを進めていく所存

であります。 

 終わりに、議員各位を初め市民皆様の市政に対しましての御理解と御協力を心からお願い申し

上げまして、平成２８年度の施政方針とさせていただきます。 

○議長（溝口 泰章君）  市長の施政方針が終わりました。 

────────────・────・──────────── 

日程第５．請願・陳情について 

○議長（溝口 泰章君）  次に、日程第５、請願・陳情についてを議題とします。 

 議会事務局長に、請願・陳情の朗読を求めます。議会事務局長。 

○事務局長（溝口 隆信君）  議会事務局長です。それでは、お手元に配付の陳情文書表により朗

読をいたします。 

 なお、陳情者、紹介議員の氏名につきましては、敬称を略させていただきます。また、付託委

員会名も略させていただきます。 

 受理番号１、件名、１、私たちは、塚原共進会跡地での太陽光発電施設設置事業計画について、

市に対して、「由布市環境基本条例」によって手続を行うことを求めます。２、また、私たちは、

市に対して、本件土地の売買契約書中の契約解除条項を誠実に履行することを求めます。陳情者、

湯布院町○○○○○○○○○、「共進会跡地のメガソーラー建設に反対する会」代表、江藤和子。 

 受理番号２、件名、由布市消防救急体制の充実、強化に関する陳情書、陳情者、湯布院町○○

○○○○、立川孝男。 

 以上でございます。 

○議長（溝口 泰章君）  ただいまの陳情２件については、会議規則第１４１条の規定により、お

手元に配付の陳情文書表のとおり、所管の常任委員会に付託いたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第６．報告第１号 

日程第７．報告第２号 

日程第８．報告第３号 

日程第９．諮問第１号 
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日程第１０．諮問第２号 

日程第１１．承認第１号 

日程第１２．議案第１号 

日程第１３．議案第２号 

日程第１４．議案第３号 

日程第１５．議案第４号 

日程第１６．議案第５号 

日程第１７．議案第６号 

日程第１８．議案第７号 

日程第１９．議案第８号 

日程第２０．議案第９号 

日程第２１．議案第１０号 

日程第２２．議案第１１号 

日程第２３．議案第１２号 

日程第２４．議案第１３号 

日程第２５．議案第１４号 

日程第２６．議案第１５号 

日程第２７．議案第１６号 

日程第２８．議案第１７号 

日程第２９．議案第１８号 

日程第３０．議案第１９号 

日程第３１．議案第２０号 

日程第３２．議案第２１号 

日程第３３．議案第２２号 

日程第３４．議案第２３号 

日程第３５．議案第２４号 

日程第３６．議案第２５号 

日程第３７．議案第２６号 

日程第３８．議案第２７号 

日程第３９．議案第２８号 

日程第４０．議案第２９号 

日程第４１．議案第３０号 
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日程第４２．議案第３１号 

日程第４３．議案第３２号 

日程第４４．議案第３３号 

日程第４５．議案第３４号 

日程第４６．議案第３５号 

日程第４７．議案第３６号 

日程第４８．議案第３７号 

日程第４９．議案第３８号 

日程第５０．議案第３９号 

日程第５１．議案第４０号 

日程第５２．議案第４１号 

日程第５３．議案第４２号 

日程第５４．議案第４３号 

日程第５５．議案第４４号 

日程第５６．議案第４５号 

日程第５７．議案第４６号 

日程第５８．議案第４７号 

日程第５９．議案第４８号 

日程第６０．議案第４９号 

日程第６１．議案第５０号 

日程第６２．議案第５１号 

日程第６３．議案第５２号 

日程第６４．議案第５３号 

日程第６５．議案第５４号 

日程第６６．議案第５５号 

日程第６７．議案第５６号 

日程第６８．議案第５７号 

日程第６９．議案第５８号 

日程第７０．議案第５９号 

日程第７１．議案第６０号 

日程第７２．議案第６１号 

日程第７３．議案第６２号 
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日程第７４．議案第６３号 

日程第７５．議案第６４号 

日程第７６．議案第６５号 

日程第７７．議案第６６号 

日程第７８．議案第６７号 

○議長（溝口 泰章君）  次に、本定例会に提出されました、日程第６、報告第１号から、日程第

８、報告第３号までの報告３件、日程第９、諮問第１号及び日程第１０、諮問第２号の諮問２件、

日程第１１、承認第１号の承認１件、日程第１２、議案第１号から日程第７８、議案第６７号ま

での議案６７件について一括上程します。 

 市長に提案理由の説明を求めます。市長。 

○市長（首藤 奉文君）  それでは、上程されました議案につきまして、一括して提案理由を御説

明申し上げます。 

 本定例会で御審議をお願いいたします案件は、報告３件、諮問２件、承認１件、議案６７件で

ございます。 

 まず、報告第１号専決処分の報告については、公用車の交通事故による和解及び損害賠償を、

地方自治法第１８０条第１項の規定により専決処分したことについて、同条第２項の規定により

報告するものであります。 

 報告第２号例月出納検査の結果に関する報告についてと報告第３号定期監査の結果に関する報

告については、監査委員による監査報告でありますので、代表監査委員より報告をいたします。 

 次に、諮問第１号人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについては、人権擁護委員であ

る後藤悟氏が、平成２８年６月３０日をもって３年の任期が満了いたしますことから、引き続き

委員をお願いいたしたく、人権擁護委員法第６条第３項の規定により、再任について、議会の意

見を求めるものであります。 

 諮問第２号人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについては、人権擁護委員である城内

健氏が、平成２８年６月３０日をもって３年の任期が満了いたしますことから、新たに丸野陽子

氏を委員に推薦いたしたく、人権擁護委員法第６条の第３項の規定により、議会の意見を求める

ものであります。 

 次に、承認第１号由布市税条例等の一部を改正する条例の一部改正の専決処分の承認を求める

ことについては、番号の利用等に関し、地方税法施行規則の改正が行われたことによるもので、

緊急を要しましたことから、地方自治法第１７９条第１項の規定により、平成２７年１２月

２５日付で専決処分を行ったものであります。 

 次に、議案第１号業務用パソコンの取得については、平成２７年１２月１６日に指名競争入札
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を執行した結果、大分交通株式会社が、消費税を含む１,３２５万１,６００円で落札し、平成

２７年１２月２１日付で仮契約を締結いたしました。 

 この物品購入仮契約を本契約とするために、「由布市有財産条例」第２条の規定により、議会

の議決を求めるものであります。 

 議案第２号庄内庁舎備品の取得については、平成２８年１月２８日に指名競争入札を執行した

結果、株式会社菅田新光堂湯布院支店が、消費税を含む３,４４４万１,２００円で落札し、平成

２８年２月２日付で仮契約を締結いたしました。 

 この物品購入仮契約を本契約とするために、「由布市有財産条例」第２条の規定により、議会

の議決を求めるものであります。 

 議案第３号辺地に係る公共的施設の総合整備計画については、現在の辺地総合整備計画が平成

２７年度をもって計画期間が終了することから、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政

上の特別措置等に関する法律第３条第１項の規定に基づき、平成２８年度から平成３２年度まで

の５年間を計画期間とし、辺地地区１２地区における辺地の公共的施設の整備計画を策定するこ

とについて、議会の議決を求めるものであります。 

 議案第４号由布市過疎地域自立促進計画については、過疎地域自立促進特別措置法の改正に伴

い、庄内地域が引き続き過疎地域とみなされることとなり、平成２８年度から３２年度までの

５年間を計画期間とし、庄内地域の生産基盤や生活環境の整備など諸施策を、総合的かつ計画的

に実施する過疎地域自立促進計画を策定いたしましたので、過疎地域自立促進特別措置法第６条

第１項の規定により、議会の議決を求めるものであります。 

 議案第５号由布市行政不服審査会条例の制定については、行政不服審査法の全面改正に伴い、

審査請求の裁決に当たり、有識者からなる第三者機関に諮問しなければならないとされ、行政不

服審査法第８１条第４項の規定により、この第三者機関の組織及び運営に関し、必要な事項を定

めるものであります。 

 議案第６号行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備については、行政不服審査法の全部改

正に伴い、関係条例の規定を整備するものであります。主な内容は、公文書の公開決定等に係る

審査請求について、審理員による審理手続に関する規定を適用しないこととするものなどであり

ます。 

 議案第７号由布市職員の退職管理に関する条例の制定については、地方公務員法及び地方独立

行政法人法の一部を改正する法律による、地方公務員法の一部改正に伴い、由布市職員の退職管

理に関し、必要な事項を定めるものであります。 

 議案第８号由布市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例の制定については、消費者

安全法の一部改正に伴い、消費生活センターの組織及び運営等に関する事項を定めるものであり
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ます。 

 議案第９号由布市由布川地域交流センター条例の制定については、地域住民の交流の場として、

地域コミュニティーの活性化、安心安全なまちづくりの実現と地域力の再生を目指して設置する

もので、施設の完成に伴い、地方自治法第２４４条の２第１項の規定により、由布市で管理・運

営するための事項を条例で定めるものであります。 

 議案第１０号由布市老人福祉施設条例の廃止については、公の施設である「中台老人憩いの

家」及び「茅場老人憩いの家」が、当初の設置目的を達成しており、これまで施設の管理運営を

していた当該自治区の意向を踏まえ、当該自治区に払い下げることにより、引き続き、地域福祉、

地域コミュニティー活性化に寄与することが見込まれるため、条例を廃止するものであります。 

 議案第１１号由布市立小松寮の設置及び管理に関する条例の廃止については、施設が平成

２８年４月１日に民間移譲することに伴い、条例を廃止するため、由布市議会の議決に付すべき

契約及び特に重要な公の施設の廃止に関する条例第３条の規定により、議会の議決を求めるもの

であります。 

 議案第１２号由布市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正

については、行政不服審査法に規定する行政不服審査会の設置に伴い、委員報酬を新たに定める

こと、並びに学校保健安全法施行規則の改正に伴う学校医の報酬見直しなどによるものでありま

す。 

 議案第１３号公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正については、一般社団法

人由布市まちづくり観光局の設立に伴い、職員を派遣し従事させるために必要な事項を定めるも

のであります。 

 議案第１４号由布市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正

については、厚生年金保険法の一部を改正する法律、いわゆる「一元化法」の施行による地方公

務員災害補償法施行令の一部改正に伴い、必要な改正を行うものであります。 

 議案第１５号由布市職員の給与に関する条例の一部改正については、人事院勧告による国家公

務員の給与改定に準じ、行政職給料表及び勤勉手当の支給月数の改正を行うものであります。 

 議案第１６号由布市消防団の設置等に関する条例の一部改正については、消防団事務を消防本

部へ移管することから、由布市消防団の位置を変更するものであります。 

 議案第１７号由布市税条例の一部改正については、地方税法の一部改正等に伴い、市税徴収に

係る猶予制度の見直しが行われること等から、本条例についても所要の改正を行うものでありま

す。 

 議案第１８号由布市税特別措置条例の一部改正については、地域再生法の一部改正に伴い、地

方活力向上地域における固定資産税について、税率の特例を定める等の条例の一部を改正するも
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のであります。 

 議案第１９号由布市立学校施設の管理に関する条例の一部改正については、教育委員会が行政

財産として引き続き管理する学校統廃合により廃校となる施設の屋内運動場について、引き続き

市民の利用に供することによるものであります。 

 議案第２０号由布市火災予防条例の一部改正については、対象火気省令の一部改正に伴い、必

要な改正を行うものであります。 

 議案第２１号中依地区集会所の指定管理者の指定についてから、議案第４４号由布市奥江地区

研修施設の指定管理者の指定については、各施設の指定管理期間が、平成２８年３月末日に終了

するのに伴い、地方自治法第２４４条の２第６項の規定により、指定管理者として指定するため

に、議会の議決を求めるものであります。 

 今議会に提案している２４施設につきましては、指定管理者選定委員会の審査を経て、地元自

治区が候補者として選定されているところであります。 

 議案第４５号市道路線（中学校北３号線）の認定についてから、議案第４８号市道路線（宮尻

線）の認定については、請願採択による市道認定であります。 

 議案第４９号市道路線（小野屋瀬口線）の認定についてから、議案第５１号市道路線（天神山

猪野中尾線）の廃止については、県道移管に伴うものであります。 

 議案第５２号連携協約の協議については、平成２７年１０月５日に、大分市と由布市を含む

７市１町で大分都市広域圏の形成を目指し、大分都市広域圏推進会議を設置したところでありま

す。 

 大分都市広域圏形成のため、大分市との連携協約の協議を行うに当たり、地方自治法第

２５２条の２第３項の規定にもとづき、議会の議決を求めるものであります。 

 議案第５３号由布市と日田市の証明書等の交付等に係る事務の委託に関する協議については、

本年３月１日から豊後高田市も加わり、住民票等の交付を県内の１２市３町と相互に事務委託を

行う「おおいた広域窓口サービス」を、平成２８年７月１日から、新たに日田市と相互に行うこ

とについて、地方自治法第２５２条の１４第３項の規定により、議会の議決を求めるものであり

ます。 

 議案第５４号平成２７年度由布市一般会計補正予算（第５号）は、歳入歳出予算にそれぞれ

２９７万４,０００円を追加し、予算総額を１８６億３,７９６万８,０００円にお願いするもの

であります。 

 補正予算の主なものといたしましては、歳入歳出では各種交付金を初め、国・県支出金の確定

によるものが増額となっております。 

 歳出では、事業費の確定並びに決算見込み等によるものであります。増額となっています総合
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政策課の行政事務情報化推進事業は、インターネットによる流出事案対策等を行うものでありま

す。民生費の障がい福祉サービス費負担金は実績に伴うものと、過年度国庫返納金となっており

ます。 

 また、農業費では、担い手確保・経営強化支援事業が、商工費では、観光振興整備事業の大分

県と大分市、別府市、そしてＪＲとの連携による地方創出加速交付金を活用した事業費が増額と

なっております。 

 繰越明許費につきましては、行政事務情報化推進事業など３１件、債務負担行為補正では、個

人番号カード事務委任交付金の１件。地方債補正では、ネットワーク強靭化対策事業の１件の追

加と８件の変更をお願いをしております。 

 議案第５５号平成２７年度由布市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）は、歳入歳出にそ

れぞれ１億１,８０６万３,０００円を追加し、予算総額を５１億９,０９１万７,０００円にお願

いするものであります。 

 歳入では、前期高齢者交付金、繰入金の増額が主なもので、歳出では、保険給付費の増額、共

同事業拠出金の減額が主なものであります。 

 議案第５６号平成２７年度由布市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）は、歳入歳出か

ら、それぞれ６３３万６,０００円を減額し、予算総額を４億１,８２９万円にお願いするもので

あります。 

 歳入では、後期高齢者医療保険料の減額、繰入金を増額するもので、歳出では、後期高齢者医

療広域連合納付金を減額するものであります。 

 議案第５７号平成２７年度由布市簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）は、歳入歳出それ

ぞれ８,０７２万４,０００円を減額し、予算総額を、歳入歳出それぞれ４億１,５００万

７,０００円にするものであります。主なものは、歳入では国庫補助金と市債の減額で、歳出で

は工事請負費の減額であります。 

 議案第５８号平成２７年度由布市健康温泉館事業特別会計補正予算（第２号）は、歳入歳出予

算ともに２００万円を減額し、予算総額を１億３,００２万円にお願いするものであります。 

 灯油の単価が安くなったことに伴い、歳入では繰入金、歳出では燃料費をそれぞれ２００万円

減額するものであります。 

 議案第５９号平成２７年度由布市水道事業会計補正予算（第３号）は、収益的予算の主なもの

は、収益的収入では、一般会計補助金を減額し、資本費繰り入れ収益を新たに計上するもので、

収益的支出では、原水及び浄水費を減額するものであります。 

 資本的予算の主なものは、資本的収入では企業債と県補助金を減額し、資本的支出では、上水

道施設費を減額するものであります。 
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 議案第６０号平成２８年度由布市一般会計予算は、総額１７８億７,４１３万３,０００円とな

り、前年度当初予算と比較しまして１億４,３９２万６,０００円の減額、率にして０.８％の減

となっております。 

 平成２８年度当初予算の編成に当たりましては、平成２８年度から始まる「由布市第三次行政

改革大綱・実施計画」を念頭に、第二次由布市総合計画の「重点戦略プラン」並びに「中期財政

計画」に基づく中長期的な視点により、基金残高などの指標を注視しつつ、持続可能な財政運営

を推進し、また、第二次総合計画の初年度であることから、「ゼロからの見直しと戦略的予算」

と銘打って、新たなる由布市創生の年と位置づけた積極的、戦略的予算編成を行なったところで

あります。 

 第二次総合計画の施策にあります「みんなで進める！持続可能なまちづくり」を初め、６つの

テーマに分け、それぞれの分野で重点的に予算化したところであります。 

 平成２８年度予算については、消防庁舎などの大型公共工事が完成したことにより、昨年度当

初予算と比較して減額となっております。 

 歳入については、小松寮の民営化に伴う分担金及び負担金の減や、大型公共工事の完了等によ

り普通建設事業に伴う地方債の減によるものであります。 

 市税については２％増を見込んでおります。 

 国庫支出金は、約４億３,０００万円の大幅な増額となっておりますが、これは高齢者臨時福

祉金と観光基盤整備事業費が主な増額の要因であります。 

 また、繰入金につきましては、財政調整基金からの繰入金を前年度並み以下に抑えることによ

り、減額となっております。 

 次に、歳出でありますが、高齢化に伴う扶助費等、社会保障関連の経費の増が見込まれていま

す。普通建設事業費の補助事業については、教育施設の老朽化に伴う大規模改修工事を予定して

いるため大幅な増額となっておりますが、単独事業については、消防庁舎や消防デジタル化など

大型事業が完了したことにより大幅な減額となっております。 

 本年７月には、本庁舎方式へ移行する予定でありますので、今後は、市民ニーズに即した施策

の展開や事業の縮減・統廃合を実施し、事業手法についても工夫をするとともに、地方創生事業

を活用するなど、財源の確保やさらなる経常経費の削減に努めてまいります。 

 議案第６１号平成２８年度由布市国民健康保険特別会計予算は、総額５０億４,６８３万

１,０００円で、前年度当初と比較して１億７,０１３万３,０００円の増額、率にして３.５％の

増となっております。 

 歳入では、前期高齢者交付金の増額が主なもので、歳出では、保険給付費の増額が主なもので

あります。 



- 26 - 

 議案第６２号平成２８年度由布市介護保険特別会計予算は、総額３９億２,６５９万３,０００円

で、前年度当初と比較しまして１億７１６万７,０００円の減額となっておりますが、主に介護

給付費の減額によるものであります。 

 議案第６３号平成２８年度由布市後期高齢者医療特別会計予算は、総額４億２,８９７万

６,０００円で、前年度当初と比較しまして５４９万３,０００円の増額、率にして１.３％の増

となっております。 

 歳入では、繰入金の増額が主なもので、歳出では、後期高齢者医療広域連合納付金の増額が主

なものであります。 

 議案第６４号平成２８年度由布市簡易水道事業特別会計予算は、総額６億７,４５１万

４,０００円で、前年度当初予算と比較しまして、２億１,０２３万７,０００円を増額し、率に

して約４５％の増となっております。 

 主に、建設改良費の施設整備促進事業と水道統合事業によるものであります。 

 議案第６５号平成２８年度由布市農業集落排水事業特別会計予算は、総額１億１１１万

５,０００円で、前年度当初予算と比較しまして１２０万６,０００円の増額、率にして１.２％

の増となっております。 

 歳出では、主に修繕費の増額によるものであり、歳入では、主に基金からの繰入金を増額する

ものであります。 

 議案第６６号平成２８年度由布市健康温泉館事業特別会計予算は、６,５８５万６,０００円で、

前年度当初予算と比較しまして公債費の返還が平成２７年度に終了したことに伴い、６,１５５万

２,０００円の減となっております。 

 議案第６７号平成２８年度由布市水道事業会計予算は、業務の予定量を給水戸数９,２７０戸、

年間総給水量３１４万２,６５０立方メートル、１日平均給水量８,６１０立方メートルとしてお

ります。 

 収益的予算では、収益的収入を５億９,９６８万７,０００円、収益的支出を６億２,３８５万

５,０００円とするものであります。 

 収入の主なものは、給水収益４億５,０３２万４,０００円と、一般加入負担金２,４９８万円

であります。 

 支出の主なものは、施設の運転及び維持管理等に伴う営業費用５億５,３６９万２,０００円と、

営業外費用の企業債利息５,７１５万５,０００円であります。 

 資本的予算では、資本的収入を１億８,５５４万６,０００円、資本的支出を４億７８０万

９,０００円とし、収入額が支出額に対し不足する額２億２,２２６万３,０００円は過年度分損

益勘定留保資金で補填するものであります。 
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 収入の主なものは、企業債１億１,１００万円と工事負担金２,４５０万１,０００円、一般会

計補助金３,１０４万４,０００円であります。 

 支出の主なのは、請負工事費１億７,０４４万１,０００円と企業債償還金１億９,８９７万

６,０００円であります。 

 詳細につきましては、担当部長、課長から説明させますので、何とぞ慎重なる御審議の上、御

賛同いただきますよう、よろしくお願い申し上げて提案理由の説明といたします。 

○議長（溝口 泰章君）  市長の提案理由の説明が終わりました。 

 ここで暫時休憩します。再開は１１時２０分とします。 

午前11時08分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前11時20分再開 

○議長（溝口 泰章君）  再開します。 

 次に、報告第２号及び報告第３号について報告を求めます。土屋代表監査委員。 

○代表監査委員（土屋 誠司君）  代表監査委員の土屋でございます。 

 それでは、報告第２号につきまして報告申し上げます。報告第２号例月出納検査の結果に関す

る報告について、地方自治法第２３５条の２第３項の規定により、例月出納検査の結果に関する

報告を別紙のとおり提出いたします。平成２８年２月２５日、由布市代表監査委員、土屋誠司。 

 １ページから３ページに報告の内容を記載しております。地方自治法第２３５条の２第１項の

規定により、平成２７年１０月分、１１月分、２８年１月分の例月出納検査を、それぞれ平成

２７年１１月２５日、１２月２５日、平成２８年１月２５日に実施いたしました。 

 検査の対象は、会計管理者と企業出納員の保管する各月末の現在の現金のあり高と出納状況で

す。現金のあり高、出納関係諸表等の係数の正確性の検証、現金の出納事務が適正に行われてい

るかを検査いたしました。 

 その結果、資料の係数は諸帳票の係数と一致しており、適正に処理されていると認められまし

た。 

 続きまして、報告第３号について御報告いたします。 

 報告第３号定期監査の結果に関する報告について、地方自治法第１９９条第９項の規定により、

定期監査の結果に関する報告を別紙のとおり提出いたします。平成２８年２月２５日提出、由布

市代表監査委員。 

 １ページから３ページに報告の内容を記載しております。地方自治法第１９９条第４項の規定

により、平成２７年度由布市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事務の執行について、平

成２７年１１月１３日から、平成２８年１月２８日まで監査を実施いたしました。 
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 監査は、各課から提出されました監査資料にもとづき、所属長や担当者からの聞き取りや質疑

応答を行うとともに、諸帳票等の照合や証拠書類の確認も行いました。 

 また、緊急時に利用するＡＥＤやトイレの非常呼び出しベルの管理状況を確認し、職員の聞き

取りの際には、出納書類を作成するときに誤りやすい事例を挙げて適正な管理を促したところで

す。 

 監査は、２ページに記載する監査の着眼点に基づいて実施いたしました。なお、報告書では、

「下記３点」といたしておりますが「４点」の誤りです。申しわけありませんが訂正方お願いい

たします。 

 監査の結果、今回の監査の対象となる事務・事業は、おおむね適正に管理されていると認めら

れましたが、ＡＥＤはバッテリーの使用期限を超過している例が見受けられましたので、改善を

求めたところです。 

 本年は、本庁舎方式への移行に伴い、大幅な組織改編が予定されており、業務分掌や課の統廃

合等による混乱も予想されます。職員の負担も増加するものと思われますが、市民サービスの低

下につながらないよう、各課の横断的な連絡調整と職員同士の意思疎通を図り、市民目線で業務

を行うようにしていただきたいと思っております。 

 また、職員の聞き取りを行う際に、財政支援援助団体の様式の統一化をすること、市民からの

通報に対して処置状況を返答するなど、丁寧な対応をすること、生活排水の放流先の把握を行う

など３点を要望いたしました。 

 監査を行う中で、市民のことを、職員の中から「お客様」と表現する言葉を聞きました。これ

は、「おもてなし」の姿勢への変化であると感じましたので、引き続き、市民サービスの向上に

努めていただきたいと思います。 

 以上で報告を終わります。 

○議長（溝口 泰章君）  代表監査委員からの報告が終わりました。 

 次に、ただいま上程されました各議案について、詳細説明を求めます。 

 まず、報告第１号について詳細説明を求めます。総務部長。 

○総務部長（梅尾 英俊君）  総務部長でございます。詳細説明を申し上げます。 

 報告第１号をお願いいたします。報告第１号専決処分の報告について、地方自治法第１８０条

第１項の規定により、和解及び損害賠償の額を定めたことについて、同条第２項の規定により報

告する。平成２８年２月２５日提出、由布市長。 

 裏面をお願いいたします。専決処分書です。平成２８年１月１４日付で、和解及び損害賠償額

を定めることについて専決処分をしております。 

 内容は右ページをごらんください。和解及び損害賠償の額を定めることについて、公用車の事
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故について、下記のとおり和解し、損害賠償の額を定める。 

 当事者は、甲、由布市庄内町柿原３０２番地、由布市長。乙は、記載のとおりでございます。 

 次に、和解条件でございます。甲は乙に対し、過失割合１００％分に当たる本件交通事故に係

る損害賠償金の支払い義務があることを認め、これを支払う。損害賠償額は、８万２,８８２円

です。 

 事故概要です。平成２７年１１月２０日午後２時３０分ごろ、大分市浜の市２丁目１番４号に

おいて、甲の車両の右後ろ部分、──ブレーキランプ付近ですが──乙の車両の右前バンパーに

衝突をいたしました。 

 なお、事故防止対策としては、これまでも各交通安全週間等に合わせて、部局長会等を通じ安

全運転の徹底をしておりましたが、今後は、一層の注意喚起をしてまいります。裏面に、乙の被

害状況の写真を添付しております。 

 説明は以上でございます。 

○議長（溝口 泰章君）  次に、承認第１号について詳細説明を求めます。総務部長。 

○総務部長（梅尾 英俊君）  総務部長です。詳細説明を申し上げます。承認第１号をお願いいた

します。 

 承認第１号専決処分の承認を求めることについて、地方自治法第１７９条第１項の規定により、

由布市税条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり専決処分したので、

同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求める。平成２８年２月２５日提出、由布市長。 

 裏面をお願いいたします。専決処分書です。平成２７年１２月２５日付で、由布市税条例等の

一部を改正する条例の一部改正について専決処分をしております。 

 右側ページをごらんください。由布市税条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例。

内容を説明します。 

 第５１条第２項及び第１３９条の３第２項については、平成２７年３月３１日付の専決処分で

御承認していただいた一部改正の内容について、その後、番号の利用等に関する法律の一部改正

があり、それに伴う改正でございます。施行は公布の日からとしています。 

 説明は以上でございます。 

○議長（溝口 泰章君）  次に、議案第１号及び議案第２号について、続けて詳細説明を求めます。

総務部長。 

○総務部長（梅尾 英俊君）  総務部長です。 

 議案第１号をお願いいたします。議案第１号業務用パソコンの取得について、業務用パソコン

の取得について、由布市有財産条例第２条の規定により、議会の議決を求める。平成２８年２月

２５日提出、由布市長。 
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 取得する財産、業務用パソコン。数量は、一式でございます。取得価格、１,３２５万

１,６００円、消費税を含みます。契約の相手方、大分市大字勢家字芦崎１１０３番３、大分交

通株式会社、代表取締役社長杉原正晴。 

 裏面以降に仮契約書を添付しております。仮契約書は、平成２７年１２月２１日付でございま

す。納入期限は、平成２８年３月３１日までとしております。 

 なお、仮契約書の後ろに入札結果一覧表を添付しております。 

 次に、議案第２号を説明いたします。 

 議案第２号庄内庁舎備品の取得について、庄内庁舎備品の取得について、由布市有財産条例第

２条の規定により、議会の議決を求める。平成２８年２月２５日提出、由布市長。 

 取得する財産、庄内庁舎備品、数量、一式でございます。取得価格、３,４４４万１,２００円、

消費税を含みます。契約の相手方、由布市湯布院町川上３０７５─１、株式会社菅田新光堂湯布

院支店、代表取締役菅田保夫。 

 裏面以降に仮契約書を添付しております。仮契約書は、平成２８年２月２日付でございます。

納入期限は、平成２８年７月２９日としております。ただし、期限は最終期限としており、設置

可能な部署から、順次納品するようにしております。 

 なお、仮契約書の後ろに入札結果一覧表を添付しております。 

 説明は以上でございます。 

○議長（溝口 泰章君）  次に、議案第３号及び議案第４号について、続けて詳細説明を求めます。

総合政策課長。 

○総合政策課長（奈須 千明君）  総合政策課長です。 

 初めに、議案第３号について詳細説明をいたします。議案第３号辺地に係る公共的施設の総合

整備計画について、辺地に係る公共的施設の総合整備計画を別記のとおり策定したいので、辺地

に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第３条第１項の規定に基

づき、議会の議決を求める。平成２８年２月２５日提出、由布市長。 

 この辺地総合整備計画は、辺地に係る公共的施設の総合的かつ計画的な整備を促進し、辺地と

他の地域との間における住民の生活環境の格差是正を図ることを目的に、これまでも計画的に事

業を実施してまいりました。 

 現在の辺地計画が平成２７年度までとなっておりますので、引き続き必要な財政上の特別措置

を受けるために、平成２８年度から平成３２年度までの５年間を計画期間として、辺地総合整備

計画を策定するものです。 

 辺地の区域につきましては、議案の１３ページ以降に一覧表と位置図をつけておりますが、湯

布院地域が塚原、若杉の２区域、庄内地域が阿蘇野上、阿蘇野中、阿蘇野下、直野内山、平石、
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上淵の６区域、挾間地域が七蔵司、内成、朴木、時松の４区域、由布市全体で１２区域となり、

議案の１ページから１２ページにかけて、それぞれの区域ごとに整備計画を記載しておりますの

で、よろしくお願いいたします。 

 以上で、辺地に係る公共的施設の総合整備計画についての説明とさせていただきます。 

 続きまして、議案第４号について詳細説明をいたします。 

 議案第４号由布市過疎地域自立促進計画について、由布市過疎地域自立促進計画を別記のとお

り策定したいので、過疎地域自立促進特別措置法第６条第１項の規定に基づき、議会の議決を求

める。平成２８年２月２５日提出、由布市長。 

 平成２７年度までに執行することになっておりました過疎地域自立促進特別措置法が、平成

２３年３月の東日本大震災の発生により、被災市町村において、法の期限内に総合的かつ計画的

な施策を展開することが困難な状況が生じたことを踏まえ、平成２４年６月に執行期限の５年間

延長を内容とする改正が行われました。 

 この改正に基づきまして、過疎地域認定要件としての人口要件と財政力要件に該当する庄内地

域が引き続き過疎地域とみなされることとなりました。 

 由布市過疎地域自立促進計画は、庄内地域の生産基盤や生活環境の整備などを図ることにより、

地域の自立を促進することで地域格差をなくしていこうというものでございまして、平成２８年

度から平成３２年度までの５年間を計画期間として策定するものでございます。 

 御案内のように、計画に基づいて行う事業の財源として、過疎地域自立促進のための地方債で

ある過疎対策事業債を発行することができることになります。 

 過疎債の元利償還金の７０％相当額は普通交付税で措置されるという、非常に有利なものとな

っておりますので、由布市全体の財政事情を勘案して、過疎債を活用した庄内地域の事業推進を

検討していくこととなります。 

 計画書策定に当たりましては、市民の皆さんの御意見や庄内地域の地域審議会委員の御意見を

尊重するとともに、総合計画や前年度までの計画書の内容を参考にし、大分県とも事前協議しな

がらつくりあげたところでございます。 

 その他参考資料として、１、事業計画（平成２８年度～平成３２年度）と、２、年度別事業計

画としての平成２８年度概算事業計画を添付しておりますので、御参照くださるようお願いいた

します。 

 以上で、由布市過疎地域自立促進計画についての説明とさせていただきます。よろしくお願い

いたします。 

○議長（溝口 泰章君）  次に、議案第５号から議案第７号まで、続けて詳細説明を求めます。総

務部長。 
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○総務部長（梅尾 英俊君）  総務部長です。 

 議案第５号の詳細説明を申し上げます。議案第５号由布市行政不服審査会条例の制定について、

由布市行政不服審査会条例を別記のように定める。平成２８年２月２５日提出、由布市長。 

 裏面をお願いいたします。この条例は、行政不服審査法が全部改正されて、平成２８年４月

１日から施行されます。 

 法の改正の概要といたしましては、不服申し立ての行動が審査請求に一元されること、審査請

求期間が３カ月に延長されること、審査員制度が導入されること、そして、第三者機関への諮問

手続の新設などがございます。 

 この第三者機関につきましては、法改正において審査請求の裁決に当たっては、有識者からな

る第三者機関に諮問しなければならないこととされ、この第三者機関である審査会の組織及び運

営に関し必要な事項は条例で定めることと規定されたため、この条例を新たに制定するものでご

ざいます。 

 審査会の委員といたしましては、有識者として弁護士や大学の先生の方など、３名の方の任命

を検討しております。条例の施行は平成２８年４月１日からです。 

 次に、議案第６号の詳細説明を申し上げます。 

 議案第６号行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備について、行政不服審査法の施行に伴

う関係条例の整備に関する条例を別記のように定める。平成２８年２月２５日提出、由布市長。 

 裏面をお願いいたします。この条例は、先ほどの議案第５号と同様に、平成２８年４月１日か

ら施行される行政不服審査法の全部改正に伴い、関連する由布市情報公開条例、由布市個人情報

保護条例、由布市固定資産評価審査委員会条例、由布市人事行政の運営等の状況の公表に関する

条例、由布市使用料及び手数料条例の５つの条例について整備を行うものでございます。 

 主な内容といたしましては、新たに導入される審査員制度につきまして、既に裁決の審査を審

査会で行っている情報公開及び個人情報の開示に係る審査請求について、現行の手続でも十分に

公正性の確保が図られていることから、条例で定めることにより、行政不服審査法に基づく審査

員手続の適用を除外すること、また、審査請求への一元化に伴う用語の整備や審査請求に係る提

出書類等の写しの交付を受けることに関する手数料の新設などでございます。条例の施行は、平

成２８年４月１日からです。 

 次に、議案第７号をお願いいたします。 

 議案第７号由布市職員の退職管理に関する条例の制定について、由布市職員の退職管理に関す

る条例を別記のように定める。平成２８年２月２５日提出、由布市長。 

 裏面をお願いいたします。第１条は、この条例は地方公務員法第３８条の２第８項及び第

３８条の６第２項の規定に基づき、職員の退職管理に関し、必要事項を定めるとし、第２条は規
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則に定める再就職者による依頼等について、由布市を離職後２年間に契約事務であって、離職前

５年間の職務に関する働きかけの規制を定めております。 

 また、第３条では任命権者に規則で定める事項につき届け出の義務を定めております。第４条

は、前条の届け出事項を、任命権者は市長に報告し、市長は、年度ごとにその報告を取りまとめ

て公表するものです。第５条は、過料について定めております。なお、条例施行は平成２８年

４月１日としております。 

 説明は以上でございます。 

○議長（溝口 泰章君）  次に、議案第８号について詳細説明を求めます。環境商工観光部長。 

○環境商工観光部長（佐藤 眞二君）  環境商工観光部長です。 

 議案第８号をお願いいたします。議案第８号由布市消費生活センターの組織及び運営等に関す

る条例の制定について、由布市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例を別記のように

定める。平成２８年２月２５日提出。由布市長。 

 裏面をお願いいたします。今回の制定につきましては、消費者安全法の一部改正に伴いますと

ころの消費生活センターの組織及び運営等に関する事項を定めまして、市民の消費生活安定及び

向上を図ることを目的にするものでございます。 

 本条例の施行につきましては、平成２８年４月１日からでございます。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（溝口 泰章君）  次に、議案第９号について詳細説明を求めます。挾間振興局長。 

○挾間振興局長（平松 康典君）  挾間振興局長でございます。 

 議案第９号について詳細説明を申し上げます。議案第９号由布市由布川地域交流センター条例

の制定について、由布市由布川地域交流センター条例を別記のように定める。平成２８年２月

２５日提出、由布市長。 

 由布川地域交流センターにつきましては、国土交通省所管の社会資本整備交付金を活用いたし

まして、平成２５年度に建設事業に着手をしております。平成２７年度末に完成予定であること

から、管理運営に関する条例を定めるものでございます。 

 条例の内容について御説明を申し上げます。裏面をお開きください。由布川地域交流センター

条例は第１条から第１５条で構成をされております。 

 第１条では施設の設置目的、２条では施設の名称及び位置を定めております。３条から６条に

つきましては、施設の利用の許可、利用の取り消しと原状回復の義務、目的外使用等の禁止など

の施設の利用に関する規定を定めております。 

 ７条から９条につきましては、使用料、使用料の不還付、使用料の減免などの、使用料に関す

ることを定めております。 
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 １０条では特別な設備の設置等、１１条では損害賠償に関することを定めております。１２条

では、地方自治法第２４４条の２第３項の規定により指定管理者による指定管理制度の導入を可

能にすることとし、１３条で指定管理者の業務の内容、１４条で利用料金に関することを定めて

おります。 

 この条例の施行に関し、必要な事項につきましては、規則で定めることとしております。 

 附則といたしまして、平成２８年４月より、由布市による管理運営を予定していることから、

条例の施行日を、平成２８年４月１日としております。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（溝口 泰章君）  次に、議案第１０号及び議案第１１号について、続けて詳細説明を求め

ます。健康福祉事務所長。 

○健康福祉事務所長（河野 尚登君）  健康福祉事務所長です。議案第１０号と１１号の詳細説明

をいたします。 

 まず、議案第１０号をお願いいたします。議案第１０号由布市老人福祉施設条例の廃止につい

て、由布市老人福祉施設条例を廃止する条例を次のように定める。平成２８年２月２５日提出、

由布市長。 

 挾間町にございます「中台老人憩いの家」及び「茅場老人憩いの家」の指定管理期間が本年

３月末で満了することに伴いまして、地元自治区に払い下げ、地元所有とするために条例を廃止

するものでございます。 

 次に、議案第１１号をお願いいたします。議案第１１号由布市立小松寮の設置及び管理に関す

る条例の廃止について、由布市立小松寮の設置及び管理に関する条例を廃止する条例を次のよう

に定める。平成２８年２月２５日提出、由布市長。 

 昨年１０月に小松寮民営化移管法人選定委員会から、優先順位１位に寿永会決定の報告を受け

まして、１２月１日に協定書を締結し、平成２８年４月１日に民間移譲することが決定いたしま

した。 

 このため、由布市議会の議決に付すべき契約及び特に重要な公の施設の廃止に関する条例第

３条の規定により、特別議決を求めるものでございます。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（溝口 泰章君）  次に、議案第１２号から議案第１８号まで、続けて詳細説明を求めます。

総務部長。 

○総務部長（梅尾 英俊君）  総務部長です。 

 議案第１２号の詳細説明を申し上げます。議案第１２号由布市特別職の職員で非常勤のものの

報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について、由布市特別職の職員で非常勤のものの報酬



- 35 - 

及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を別記のように定める。平成２８年２月２５日

提出、由布市長。 

 裏面をお願いいたします。由布市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条

例の一部を改正する条例。改正内容といたしましては、４点ございます。 

 まず１点目は、議案第５号にて新設いたします由布市行政不服審査会の委員の報酬を新たに定

めることでございます。報酬の額等につきましては、既存の情報公開審査会委員に準じたものと

なっております。 

 ２点目に、小松寮の廃止に伴い、小松寮における嘱託の医師の報酬の規定を削除するものでご

ざいます。 

 ３点目に、教育委員会の学校及び幼稚園の医師、歯科医、薬剤師の報酬について、学校保健安

全法施行規則の改正による健診項目の追加等の職務拡大に伴い、報酬の額を見直すものでござい

ます。 

 ４点目に、その他委員会の委員の報酬につきまして、新たに学識経験者委員の報酬を追加する

ものでございます。報酬の額につきましては、既存の情報公開審査会等における学識経験者委員

の規定に準じたものとしております。 

 施行は、平成２８年４月１日です。 

 次に、議案第１３号を詳細説明申し上げます。議案第１３号公益法人等への職員の派遣等に関

する条例の一部改正について、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条

例を別記のように定める。平成２８年２月２５日提出、由布市長。 

 裏面をお願いいたします。改正する内容は、第２条第１項で、派遣することができる団体に、

一般社団法人由布市まちづくり観光局を追加をしております。また、４条で支給できる手当を記

載のとおりに改めております。 

 なお、附則として、条例施行は平成２８年４月１日としております。 

 次に、議案第１４号をお願いします。議案第１４号由布市議会の議員その他非常勤の職員の公

務災害補償等に関する条例の一部改正について、由布市議会の議員その他非常勤職員の公務災害

補償等に関する条例の一部を改正する条例を別記のように定める。平成２８年２月２５日提出、

由布市長。 

 裏面をお願いします。第１条で附則第５条第１項の改正を行う付表の表を列記しております。

１枚めくっていただき、中段の第２条では、附則第５条第１項の表、右欄及び同条第２項の表中、

「０.８６」を「０.８８」に改めるようにしております。 

 １枚めくっていただきまして、新旧対照表をごらんください。ただいま説明いたしました改正

内容につきましては、現行と改正案を掲載させていただいております。下に線を引いている部分



- 36 - 

が今回の改正部分でございます。今回の改正では、第５条第１項及び第２項中の障害厚生年金の

調整率が０.０２ふえております。 

 なお、附則第１項におきましては、施行期日は第１条につきましては一元化法に基づく条文改

正は平成２７年１０月１日、第２条の率の規定は平成２８年４月１日からの施行となっておりま

す。 

 また、第２項に改正条例第１条の補償年金及び休業補償の経過措置、第３項は平成２４年一元

化法附則の規定による地方公務員共済組合が支給する障害共済年金等の経過措置、第４項は改正

前の支給された年金補償等の内払い扱い、第５項は改正条例第２条の規定で、条例附則第５条及

び第１項及び第２項の規定の経過措置について規定しております。 

 次に、議案第１５号をお願いいたします。議案第１５号由布市職員の給与に関する条例の一部

改正について、由布市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を別記のように定める。平

成２８年２月２５日提出、由布市長。 

 裏面をお願いいたします。条例の内容は、人事院勧告に準ずる給与の改定、また、平成２６年

法律第３４号による地方公務員法の一部改正に伴い、条例の改正をするものです。 

 第１条は、平成２７年の人事院勧告による国家公務員の給与改定に準じ、行政職給料表の平均

０.４％引き上げる改正を行うものでございます。 

 第５条関係の別表をつけております。２枚めくっていただいて、表の下のところになります。

第２条についても人事院勧告に準じ第２２条第１項第１号中の勤勉手当支給月数を改めるもので

ございます。 

 第３条については、地方公務員法の一部改正によるもので、第５条第１項中、「別表」を「別

表第１」に改め、次の第６条の見出しについて「（職員の級）」を「（等級別基準職務表）」に

改め、同条第１項中、「その職務の分類は規則で定める。」を「その分類の基準となるべき標準

的な職務の内容は別表第２に定めるところによるものとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難

及び責任の度が同程度の職務で規則で定めるものは、それぞれの職務の等級に分類されるものと

する。」に改めるものでございます。 

 第２１条の３第２項中「行政不服審査法（昭和３７年法律第１６０号）第１４条又は第

４５条」を「行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）第１８条第１項本文」に改め、第

２２条第１項第１号中「１００分の８５」を「１００分の８０」に改め、同項第２号中の

「１００分の４０」を「１００分の３７.５」に改めております。 

 これによりまして、平成２８年に支給する勤勉手当支給月数は０.１月、再任用職員の勤勉手

当支給月数は０.０５月、それぞれ乗じた額が増額となります。 

 ３枚めくっていただきまして、第６条の改正に伴い、新たに等級別基準職務表を別表第２とし
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て追加を行うものです。附則として、この条例中第１条の規定につきましては平成２７年４月

１日から第２条の改正後の給与条例の規定につきましては平成２７年１２月１日から、第３条の

規定は平成２８年４月１日から改めるものでございます。 

 次に、議案第１６号を詳細説明いたします。議案第１６号由布市消防団の設置等に関する条例

の一部改正について、由布市消防団の設置等に関する条例の一部を改正する条例を別記のように

定める。平成２８年２月２５日提出、由布市長。 

 裏面をお願いいたします。内容については、第２条第２項の表中の消防団設置の位置について、

「由布市庄内町柿原３０２番地」を「由布市挾間町挾間２７７番地」に改めるものです。 

 施行は、平成２８年４月１日からです。 

 次に、議案第１７号をお願いします。議案第１７号由布市税条例の一部改正について、由布市

税条例の一部を改正する条例を別記のように定める。平成２８年２月２５日提出、由布市長。 

 裏面をお願いいたします。地方税法の一部改正に伴い、猶予制度の見直しが行われ、平成

２８年４月１日より施行されることとなります。これにより、本条例につきましても所要の改正

を行うものでございます。 

 内容を御説明いたします。第８条から第１２条につきましては、いずれも法律に条例委任事項

が設けられたことから一部改正を行うものでございます。 

 第８条第１項から第５項までにつきましては、徴収の猶予及び徴収の猶予をした期間の延長を

する場合における、当該徴収金を分割し、または納入する方法について定めるものでございます。 

 次に、第９条第１項から第６項は、徴収の猶予及び徴収の猶予期間の延長を申請する場合の申

請者の申請事項及び添付書類について定めるものでございます。 

 第７項につきましては、徴収の猶予及び徴収の猶予期間の延長に係る申請書及び添付書類に不

備がある場合で訂正を求める通知を受けた場合の訂正期限について定めるものでございます。 

 次に、第１０条第１項から第３項は、職権による換価の猶予及び職権による換価の猶予の延長

をする場合の分割納付、納入方法及び添付書類について定めるものでございます。 

 次に、第１１条第１項は、徴収金の納期限から換価の猶予を申請する期限について定めるもの

でございます。第２項から４項までは、申請による換価の猶予を申請する場合の分割納付、納入

方法及び申請書記載事項及び添付書類について定めるものでございます。 

 第５項から第７項までは、申請による換価の猶予の延長を申請する場合の申請書記載事項及び

添付書類について定めるものでございます。 

 次に、第１２条は、担保の徴収を不要とする基準について、猶予に係る金額、期間等について

定めるものでございます。第１８条第２項は、行政不服審査法の改正によるものでございます。 

 施行期日は平成２８年４月１日、経過措置につきましては附則で定めております。 
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 次に、議案第１８号をお願いします。議案第１８号由布市税特別措置条例の一部改正について、

由布市税特別措置条例の一部を改正する条例を別記のように定める、平成２８年２月２５日提出、

由布市長。 

 裏面をお願いします。平成２７年法律第４９号による地域再生法の一部改正に伴い、地方活力

向上地域における固定資産税について税率の特例を定める等の条例の改正を行うものです。一部、

条例整備を行うものもございます。 

 第１条は趣旨について説明しております。第２条は、固定資産税の不均一課税でありますが、

「振興山村地域」を「産業振興施策促進区域」に改めるものであります。 

 第３条の工業導入地域における固定資産税の課税免除及び第４条の重点整備地区における固定

資産税の課税免除については、適用がないため削除するものです。 

 第５条については、過疎地域における固定資産税の課税免除についての一部改正であり、第

３条、第４条の削除による条の繰り上げで、３条にするものでございます。 

 第６条の同意集積区域における固定資産税の課税免除を第４条に、第５条は地方活力向上地域

における固定資産税の不均一課税について、税率の特例を設ける改正であります。 

 第７条及び第８条、９条、第１０条については、条の繰り上げによる改正でございます。 

 説明は以上でございます。 

○議長（溝口 泰章君）  次に、議案第１９号について詳細説明を求めます。教育次長。 

○教育次長（森山 金次君）  教育次長でございます。 

 それでは、議案第１９号について詳細説明をさせていただきます。議案第１９号由布市立学校

施設の管理に関する条例の一部改正について、由布市立学校施設の管理に関する条例の一部を改

正する条例を別記のように定める。平成２８年２月２５日提出、由布市長。 

 本条例の改正につきましては、学校統廃合による廃校となる施設の屋内運動場等について、教

育委員会が行政財産として引き続き管理している間、廃校前と同様の手続及び使用料により使用

の許可を行うものでございます。 

 ページをめくっていただき、新旧対照表で説明いたします。まず、題名を「由布市立学校施設

等の管理に関する条例」に改めます。第１条の「体育館等」を「屋内運動場等」に改め、次に、

「学校統廃合により廃校となった施設であって、教育委員会が定めるもの」を加えます。これは、

教育委員会が廃校後も行政財産として管理についての権限を有するものを対象としています。 

 第３条の利用許可については、廃校となった施設は校長がいないことから、校長の事前承認の

対象外としております。 

 また、この条例は、教育委員会が管理する施設について定める条例でありますので、第９条中

の規則を教育委員会規則に改めます。 
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 次のページでございます。別表につきましては、廃校となる大津留小学校及び湯平小学校の項

を削り、新たに、一番下の学校統廃合により廃校となった施設の屋内運動場の項を加え、その使

用料については小学校と同様にしております。 

 施行日につきましては、平成２８年４月１日でございます。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（溝口 泰章君）  次に、議案第２０号について詳細説明を求めます。消防長。 

○消防長（大久保 篤君）  消防長です。 

 議案第２０号の詳細説明を行います。議案第２０号由布市火災予防条例の一部改正について、

由布市火災予防条例の一部を改正する条例を別記のように定める。平成２８年２月２５日提出、

由布市長。 

 平成２７年総務省省令で対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取り扱

いに関する条例の制定に関する基準を定める省令が出ました。その公布のために、この対象火気

省令が、平成１４年に施行され１０年以上が経過しましたので、当初に想定していなかった設備

及び器具が流通してきたことから、それらの対応を図るため、当設備及び器具に係る離隔距離、

火災予防上安全な距離に関する規定を整備するものでございます。 

 これに伴い、由布市の火災予防条例の別表第３を改正するものであります。 

 施行は平成２８年４月１日としております。 

 裏面から、別表第３の案と新旧対照表を添付しておりますので、よろしくお願いいたします。 

 以上で説明を終わります。 

○議長（溝口 泰章君）  ここで暫時休憩します。再開は１３時といたします。 

午後０時13分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後１時00分再開 

○議長（溝口 泰章君）  再開します。 

 次に、議案第２１号から議案第４４号まで、続けて詳細説明を求めます。教育次長。 

○教育次長（森山 金次君）  教育次長でございます。議案第２１号から議案第４４号について詳

細説明を申し上げます。 

 湯布院町地域の集会所及び自治公民館施設の指定管理者の選定につきましては、由布市公の施

設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第５条第１項第２号により、公募によらない指定

管理者の選定をしております。現在の指定管理者受託者は各自治区ですが、引き続き、各自自治

区を指定管理者として指定し、当該施設の管理運営を行うものでございます。 

 それでは、議案第２１号から説明を申し上げます。議案第２１号中依地区集会所の指定管理者
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の指定について、中依地区集会所の指定管理者を指定したいので、地方自治法第２４４条の２第

６項の規定により議会の議決を求める。平成２８年２月２５日提出、由布市長。 

 １、施設名及び所在地でございます。中依地区集会所、湯布院町中川３３０番地。 

 ２、指定管理者、中依自治区自治委員でございます。 

 ３、指定管理期間、平成２８年４月１日から平成３８年３月３１日まででございます。 

 ４、指定条件、①といたしまして、施設の管理は、指定管理協定にもとづいて行う。②、指定

管理者が法令及び指定管理協定に違反したときは、指定の取り消しまたは停止を行うとなってお

ります。 

 資料といたしまして、選定委員会の報告書、指定管理運営業務仕様書、指定申請書、協定書の

案を添付しておりますので御参照いただきたいと思います。 

 次の議案第２２号から４４号までは、指定管理期間、指定条件及び添付資料について、議案第

２１号と同一内容でございますので省略させていただきたいと思います。 

 議案第２２号佐土原地区集会所の指定管理者の指定について、施設名及び所在地は、佐土原地

区集会所、由布市湯布院町川上８５４番地３、指定管理者は佐土原自治区でございます。 

 次の議案第２３号をお願いいたします。山崎地区集会所の指定管理者の指定について、施設名

及び所在地、山崎地区集会所、由布市湯布院町川南１１６２番地７、指定管理者、山崎自治区自

治委員でございます。 

 議案第２４号平地区集会所の指定管理者の指定について、施設名及び所在地、平地区集会所、

由布市湯布院町川南１６６７番地１、平自治区自治委員でございます。 

 議案第２５号鮎川地区集会所の指定管理者の指定について、１、施設名及び所在地、鮎川地区

集会所、由布市湯布院町川西４０５７番地１、２、指定管理者、鮎川自治区自治委員でございま

す。 

 議案第２６号上津々良地区集会所の指定管理者の指定について、１、施設名及び所在地、上

津々良地区集会所、由布市湯布院町川西３４１１番地１、指定管理者、上津々良自治区自治委員

でございます。 

 次に、議案第２７号小平地区集会所の指定管理者の指定について、１、施設名及び所在地、小

平地区集会所、由布市湯布院町下湯平１５０９番地２、指定管理者は小平自治区自治委員でござ

います。 

 続きまして、議案第２８号水地地区集会所の指定管理者の指定について、１、施設名及び所在

地は、水地地区集会所、由布市湯布院町中川１７６５番地２、２、指定管理者、水地自治区自治

委員でございます。 

 続きまして、議案第２９号中島地区集会所の指定管理者の指定について、施設名及び所在地、
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中島地区集会所、由布市湯布院町川上１１４５番地２、指定管理者、中島自治区自治委員でござ

います。 

 続きまして、議案第３０号槐木地区集会所の指定管理者の指定について、施設名及び所在地、

槐木地区集会所、由布市湯布院町川西１２７９番地、指定管理者、槐木自治区自治委員でござい

ます。 

 次に、議案第３１号東石松地区集会所の指定管理者の指定について、施設名及び所在地、東石

松地区集会所、由布市湯布院町川南４９４番地２、指定管理者東石松区区長でございます。 

 続きまして、議案第３２号石光地区集会所の指定管理者の指定について、施設名及び所在地、

石光地区集会所、由布市湯布院町川北１２４３番地２、指定管理者、石武自治区、光永自治区代

表自治委員でございます。 

 続きまして、議案第３３号西石松地区集会所の指定管理者の指定について、施設名及び所在地、

西石松地区集会所、由布市湯布院町川南３８７番地１、指定管理者、西石松自治区自治委員でご

ざいます。 

 続きまして、議案第３４号塚原地区自治公民館の指定管理者の指定について、施設名及び所在

地、塚原地区自治公民館、由布市湯布院町塚原５１０番地２、指定管理者、塚原自治区自治委員

でございます。 

 続きまして、議案第３５号並柳地区自治公民館の指定管理者の指定について、施設名及び所在

地、並柳地区自治公民館、由布市湯布院町川上６４３番地１、指定管理者、並柳自治区自治委員

でございます。 

 続きまして、議案第３６号若杉地区自治公民館の指定管理者の指定について、施設名及び所在

地、若杉地区自治公民館、由布市湯布院町川上１８５番地１、指定管理者、若杉自治区自治委員

でございます。 

 続きまして、議案第３７号荒木地区自治公民館の指定管理者の指定について、施設名及び所在

地、荒木地区自治公民館、由布市湯布院町川北２４１番地１、指定管理者、荒木自治区自治委員

でございます。 

 続きまして、議案第３８号畑地区自治公民館の指定管理者の指定について、施設名及び所在地、

畑地区自治公民館、由布市湯布院町下湯平５８２番地２、指定管理者、畑自治区自治委員でござ

います。 

 続きまして、議案第３９号内徳野地区自治公民館の指定管理者の指定について、施設名及び所

在地、内徳野地区自治公民館、由布市湯布院町川西８２６番地４、指定管理者、内徳野自治区自

治委員でございます。 

 続きまして、議案第４０号由布市石武農民研修センターの指定管理者の指定について、施設名
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及び所在地、由布市石武農民研修センター、由布市湯布院町川北１２４４番地１、指定管理者、

石武自治区、光永自治区代表自治委員でございます。 

 続きまして、議案第４１号由布市下湯平農民研修センターの指定管理者の指定について、施設

名及び所在地、由布市下湯平農民研修センター、由布市湯布院町下湯平２５００番地１、指定管

理者は幸野自治区自治委員でございます。 

 続きまして、議案第４２号由布市前徳野農業研修所の指定管理者の指定について、施設名及び

所在地、由布市前徳野農業研修所、由布市湯布院町川西２２２０番地１、前徳野自治区自治委員

でございます。 

 議案第４３号由布市湯平農業研修所の指定管理者の指定について、施設名及び所在地、由布市

湯平農業研修所、由布市湯布院町湯平１０３３番地、指定管理者、湯平１自治区自治委員でござ

います。 

 続きまして、議案第４４号由布市奥江地区研修施設の指定管理者の指定について、施設名及び

所在地、由布市奥江地区研修施設、由布市湯布院町川西１９８１番地、指定管理者、奥江自治区

自治委員。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（溝口 泰章君）  次に、議案第４５号から議案第５１号まで、続けて詳細説明を求めます。

産業建設部長。 

○産業建設部長（生野 重雄君）  産業建設部長でございます。議案第４５号から５１号について

詳細説明を申し上げます。 

 最初、４５号でございます。議案第４５号市道路線（中学校北３号線）の認定について、市道

路線を次のように認定したいので、道路法第８条第２項の規定により議会の議決を求める。 

 路線名、中学校北３号線、起点、由布市湯布院町川北１０４９番３地先、終点、由布市湯布院

町川北１１９０番１地先、平成２８年２月２５日提出、由布市長。 

 裏面の位置図をごらんください。認定区間につきましては、図面中央に、縦に太字の矢印を記

してございます。 

 区間でございますが、図面中央上の市道石武２号線接道部を起点として、中央下の市道中学校

北２号線に通じる延長１７３.９メーターの道路を新たに市道として管理するものでございます。 

 なお、本議案第４５号から４８号につきましては、平成２７年第３回定例会で市道認定の請願

が採択された路線でございます。 

 次、４６号でございます。議案第４６号市道路線（荒木代線）の認定について、以下２行につ

きましては、先ほどの議案第４５号と同様でございますので、議案第５５号まで省略させていた

だきます。 
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 路線名、荒木代線、起点、由布市湯布院町川北２２番１地先、終点、由布市湯布院町川南

６９番５地先、平成２８年２月２５日提出、由布市長。 

 裏面の位置図をごらんください。区間でございますが、図面右上の市道乙丸田中市線接道部を

起点として、左下の市道川西岳本線に通じる延長６００.３メーターの道路を新たに市道として

管理するものでございます。 

 議案第４７号市道路線（前無田線）の認定について、路線名、前無田線、起点、由布市湯布院

町川北３０８番１地先、終点、由布市湯布院町川北７３番１地先、平成２８年２月２５日提出、

由布市長。 

 位置図をお願いします。区間でございますが、図面左上の市道石武２号線接道部を起点といた

しまして、右下の、今回の議案４６号市道荒木代線に通じる延長３４３.９メーターの道路を新

たに市道として管理するものでございます。 

 続きまして、議案代４８号市道路線（宮尻線）の認定について、路線名、宮尻線、起点、由布

市湯布院町川上２４１１番１地先、終点、由布市湯布院町川上２４３５番２地先、平成２８年

２月２５日提出、由布市長。 

 位置図をお願いいたします。区間でございますが、図面中央上の市道乙丸津江線接道部を起点

として、右下の市道六所線に通じる延長３１２.４メーターの道路を新たに市道として管理する

ものでございます。 

 次は、議案第４９号でございます。議案第４９号市道路線（小野屋瀬口線）の認定について、

路線名、小野屋瀬口線、起点、由布市庄内町西長宝１８８４番３地先、終点、由布市庄内町東大

津留２９番４地先、平成２８年２月２５日提出、由布市長。 

 本議案４９号、５０号の認定議案２件と、議案第５１号の廃止議案１件につきましては、県か

ら市へと移管される計画の現県道の整備等が整いましたので、県代行事業により事業実施いたし

ました市道天神山猪野中尾線ほかの県道移管に伴う認定廃止でございます。 

 裏面の位置図をごらんください。そのまま縦に見ていただいた場合、右上から左中にかけて点

線で記載しておりますが、そこが県道となる路線でございます。 

 本議案の認定区間でございますが、図面右上の県道小野屋停車場線接道部を起点といたしまし

て、左中央の県道別府庄内線に通じる現県道１,８８０メートルを新たに市道として管理するも

のでございます。 

 続きまして、議案第５０号市道路線小野屋畑田線の認定について、路線名、小野屋畑田線、起

点、由布市庄内町西長宝１８８０番１地先、終点、由布市庄内町畑田２０５番３地先、平成

２８年２月２５日提出、由布市長。 

 また、裏面の位置図をお願いいたします。区間でございますが、図面右上の県道小野屋停車場
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線接道部を起点といたしまして、右下の県道田野庄内線に通じる現県道東長宝西線、延長

２,０７０.６メートルを新たに市道として管理するものでございます。 

 最後に５１号でございます。議案第５１号市道路線（天神山猪野中尾線）の廃止について、市

道路線を次のように廃止したいので、道路法第１０条第３項の規定により議会の議決を求める。

路線名、天神山猪野中尾線、起点、由布市庄内町畑田２００番２地先、終点、由布市庄内町畑田

１１２１番４地先、平成２８年２月２５日提出、由布市長。 

 裏面の位置図をお願いいたします。区間でございますが、図面右下の県道東長宝西線接道部を

起点として、中央下の市道天神山長野線に通じる現延長５４９.０メートルを県道移管に伴い廃

止するものでございます。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（溝口 泰章君）  次に、議案第５２号について詳細説明を求めます。総合政策課長。 

○総合政策課長（奈須 千明君）  総合政策課長です。 

 議案第５２号について詳細説明をいたします。議案第５２号連携協約の協議について、大分市

及び由布市における連携中枢都市圏形成に係る連携協約を別記のとおり締結したいので、地方自

治法第２５２条の２第３項の規定に基づき、議会の議決を求める。平成２８年２月２５日提出、

由布市長。 

 連携中枢都市圏構想につきましては、市町村が単独であらゆる公共施設等をそろえるといった

フルセットの行政から脱却し、新たな広域連携を行うことであり、地方公共団体間で柔軟な連携

を可能とする仕組みとして、連携協約を締結できるようになりました。 

 連携協約の締結に関しては、協議について議会の議決が要件となっております。 

 連携協約の内容についてでございますが、連携協約への規定事項は、１、連携協約を締結する

連携中枢都市及び連携する市町の名称、２、都市圏形成の基本的な目的、３、連携中枢都市及び

連携市町がさまざまな分野で連携を図る旨の基本方針と連携する取り組みとなっており、連携す

る取り組みは、一つ目に圏域全体の経済成長、二つ目に高次の都市機能の集積、三つ目に圏域全

体の生活関連機能サービスの向上であり、これら３項目についての取り組みを記載することにな

っております。 

 また４として、連携中枢都市の市町と連携市町の長は、定期的な協議を行うことも記載するこ

とになっております。 

 それでは、議案を１枚めくっていただきまして、初めのページをごらんください。大分市と連

携する由布市が１対１で取り交わす連携中枢都市圏形成に係る連携協約であります。 

 第１条、目的として、連携中枢都市圏構想を推進するに当たり、甲及び乙、すなわち大分市及

び由布市が、それぞれ役割を分担して住民が安心して快適に暮らすことができる圏域を形成する
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ことを目的とするとしております。 

 第２条、基本方針として、甲及び乙は、第３条に規定する事務において、相互に役割を分担し

て連携を図るものとするとしております。 

 第３条、連携を図る事務並びに取り組み内容及び役割分担では、甲及び乙が相互に役割を分担

して連携を図る事務について、その取り組み内容及び役割分担は次に掲げるとおりとするという

ことで、大きく３つの項目について基本連携項目を計３１項目記載しております。 

 初めのページで言えば、（１）圏域全体の経済成長の牽引が大きな項目の一つです。その中の

基本連携項目としまして、小さな１で、圏域を構成する各市町の特性を十分に生かした、経済成

長のための経済戦略の策定及び産学金官民一体となった体制整備について、「ａ取組内容」、

「ｂ役割分担」という形で記載されております。 

 以下、それぞれの基本連携項目ごとに、「ａ取組内容」と「ｂ役割分担」という順で記載され

ておりまして、１枚めくっていただきますと、中段より少し下に（２）として記載しております

が、大きな項目の２、高次の都市機能の集積・強化、それから、さらに１枚めくっていただきま

すと、初めの行に記載しておりますが、大きな項目３、圏域全体の生活関連機能サービスの向上

について、これらも同じ形式で、それぞれの基本連携項目に沿って、「ａ取組内容」、「ｂ役割

分担」という形で記載されております。 

 終わりから２ページ目をごらんいただきたいと思います。第４条の費用分担として、前条に規

定する事務を処理するために要する費用の分担については、甲及び乙が協議して別に定めるとし

ており、事務処理のための費用分担については、甲である大分市と乙である由布市が協議して、

取り組み項目ごとに必要があれば、個別に定めることとしております。 

 また、第５条の協議として、甲及び乙の長は、連絡調整を図るため毎年度協議を行うものとす

るとしております。 

 第６条では、連携協約の変更及び廃止として、この連携協約を変更し、または廃止しようとす

るときは、甲及び乙は協議するものとする、この場合において、甲及び乙は、地方自治法第

２５２条の２第４項の規定により、議会の議決を経るものとすると規定をしております。 

 以上で連携協約の協議についての説明とさせていただきます。 

 その他参考資料としまして、大分都市広域ビジョン（案）を配付させていただいておりますの

で、御参照をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○議長（溝口 泰章君）  次に、議案第５３号について詳細説明を求めます。総務部長。 

○総務部長（梅尾 英俊君）  総務部長です。 

 議案第５３号について詳細説明申し上げます。議案第５３号由布市と日田市との証明書等の交

付等に係る事務の委託に関する協議について、地方自治法第２５２条の１４第１項の規定に基づ
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き、証明書等の交付等に係る事務を別記の規約により日田市との間で相互に委託する協議につい

て、同条第３項の規定により議会の議決を求める。平成２８年２月２５日提出、由布市長。 

 本議案は、これまで大分県内の１２市３町と相互に事務委託を行っております、大分広域窓口

サービスについて、平成２８年７月１日から、日田市と相互に委託を行おうとするものであり、

地方自治法第２５２条の１４第３項の規定により、議会の議決を求めるものであります。 

 なお、裏面以降に委託に関する規約を添付しております。 

 説明は以上でございます。 

○議長（溝口 泰章君）  次に、議案第５４号について詳細説明を求めます。財政課長。 

○財政課長（御手洗祐次君）  財政課長です。 

 ５４号から５９号までが補正予算となっております。私のほうからは、一般会計のみ説明をさ

せていただきます。 

 一般会計補正予算（第５号）をお開きください。議案第５４号平成２７年度由布市一般会計補

正予算（第５号）、平成２７年度由布市の一般会計補正予算（第５号）は、次に定めるところに

よる。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ２９７万４,０００円を追加し、歳入歳出

予算の総額を、歳入歳出それぞれ１８６億３,７９６万８,０００円とする。 

 第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、第１表歳入歳出予算補正による。 

 第２条、繰越明許費の追加は、第２表繰越明許費補正による。 

 第３条、債務負担行為の追加は、第３表債務負担行為補正による。 

 第４条、地方債の追加及び変更は、第４表地方債補正による。 

 平成２８年２月２５日提出、由布市長。 

 １ページをお開きください。第１表歳入歳出予算補正です。歳入歳出の款項ごとに補正額を計

上しております。今回の補正は、交付金等の確定によるものや、年度末を控えての調整、国の平

成２７年度補正予算追加に伴う事業も組み込んだ補正をお願いするものです。 

 次に、５ページをお開きください。第２表繰越明許費補正です。５ページから６ページに

３１件の繰越明許をお願いをしているところであります。 

 次に、３表の債務負担行為です。７ページをお願いします。今回、個人番号のカード事務委任

交付金の１件をお願いをしております。 

 ８ページの第４表地方債補正については追加が１件、９ページに変更が８件ありますので、こ

の分をお願いをしておりまして、総額が３３億５９６万８,０００円をお願いするものとなって

おります。 
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 次に、１０ページをお願いします。歳入歳出補正予算事項別明細書の歳入で、１１ページが歳

出になっております。一般財源の歳入について御説明を申し上げます。 

 １３ページからになります。上段の３款利子割交付金から１５ページの１１款地方交付税まで

は、県からの確定通知による補正となっております。一番下の１５款国庫支出金は、右の区分の

４にあります国民健康保険費の増額、それから１７ページ一番上の区分１の特定防衛施設周辺整

備事業の増加、それから区分２の総務費補助金として、個人カードの交付金等が主な歳入となっ

ておりまして、社会保障の税番号システムの改修補助金については、入札残によって減額をして

おるところであります。 

 それから、下から２段目の県支出金のところであります。これについては、区分１の国民健康

保険の負担金、国民健康保険基盤安定事業が入っておるということであります。県負担金の分で

す。 

 それから、あとはずっと飛ばします。２５ページお願いします。ここからは歳出となっており

ます。事業費の確定、それから実績見込みにより減額を主に行っております。また、人件費の

２節給料から４節の共済費についても実績見込みに基づき調整を行っておりますので、以下につ

いて説明は省略させていただきます。 

 歳出の款項ごとの説明については、増額の主なものについて行います。なお、減額については、

入札減や事業実績、事業の延期や縮小によるものとなっておりますので省略させていただきます。 

 事業別説明の財源内訳欄の国県支出金とその他の詳細内訳は、補正予算概要書の４ページ以降

に掲載をしておりますので御参照していただきたいと思います。 

 それでは、１款議会費１項１目、区分１、右側の区分１の議会費１,４９０万円の減額につき

ましては、議員の２名減によることで精査したものとなっております。 

 ３１ページをお願いします。下段の２款総務費１項７目、区分１の行政事務情報化推進事業に

つきましては、インターネットによる情報の流出事案対策を行うものとなっております。 

 次に、３５ページお願いします。３項１目、事業区分１の個人番号カード交付金事業として

６０９万７,０００円をお願いしているところであります。 

 ４１ページをお願いします。中段の３款民生費１項３目の障がい者福祉費、右側の区分１の自

立支援事業の１億１,４８８万５,０００円は、利用者や利用回数の増による増額、それから過年

度の精算金による返納金となっております。 

 下段の４目国民健康保険事務費、右側の区分１の４,４７８万６,０００円の増額については、

国民健康保険基盤安定基金への繰出金が主なものとなっております。 

 次に、４３ページお願いします。５目、一番上の上段の５目です。後期高齢者医療事務費、右

側、区分１の１,４４１万円の増額については、療養給付費の見込み額の増と基盤安定負担金の
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確定によるものとなっております。 

 ４５ページをお願いします。中段の２項２目子育て支援費、区分１の保育所活動推進事業の

２６４万１,０００円は、国の制度改正により、多子・ひとり親世帯保育料の軽減システムの導

入による委託料となっております。 

 次に、５５ページお願いします。６款１項３目農業振興費、右のページの上の段、区分３の担

い手確保・経営強化支援であります。この１,８００万円は、農事組合法人に対する施設等の整

備費補助金となっております。あとの減額については、精査したものとなっております。 

 ５９ページをお願いします。下の段の６款２項１目林業振興費です。これの右側の区分１の鳥

獣害被害総合対策事業です。これは、有害鳥獣──イノシシとか鹿ですね──この捕獲事業に対

する補助金ということで、捕獲頭数がふえたことにより、１,１００万円ほど増額をお願いして

いるところであります。 

 ６１ページです。３段目です。７款商工費１項３目観光費です。右側の区分２の観光振興整備

事業、これ、地方創生加速化交付金を利用しておりますが、これは、回遊型観光促進事業費の補

助金ということで、由布市をＰＲするプロモーションビデオを作成する、そういう委託費となっ

ております。 

 ７９ページをお願いします。 

 一番上の段の１２款公債費１項１目です。元金、これについては、平成２６年度の事業におい

て、事業の繰り越しが多くなり、借り入れが少なくなったことによる減額です。 

 中段の２目利子については、借り入れ利子が、当初見積もっていたより低率で借り入れを行っ

たことによる減額となっております。 

 一番下の段の１３款２項１目の基金費、区分１の基金積立事業です。これにつきましては、

６,１６６万４,０００円の増額となっておりますが、歳入のときに御説明をいたしましたが、国

庫補助金や県補助金等が増加し、それと、起債対象となった事業もあったことから、歳入が上回

ったということによって、当初予算時に取り崩しを行いました財政調整基金への積み立てをして

おるところであります。 

 それから、みらいふるさと基金とまちづくり支援自動販売機基金事業の歳入は、それぞれの指

定寄附を積み立てているところであります。 

 以上で、詳細説明を終わらせていただきます。 

○議長（溝口 泰章君）  次に、議案第５５号及び議案第５６号について、続けて詳細説明を求め

ます。健康福祉事務所長。 

○健康福祉事務所長（河野 尚登君）  健康福祉事務所長です。 

 最初に、議案第５５号をお願いいたします。議案第５５号平成２７年度由布市国民健康保険特
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別会計補正予算（第２号）、平成２７年度由布市の国民健康保険特別会計補正予算（第２号）は、

次に定めるところによる。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ１億１,８０６万３,０００円を追加し、歳

入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ５１億９,０９１万７,０００円とする。第２項、歳入歳

出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第

１表歳入歳出予算補正による。平成２８年２月２５日提出、由布市長。 

 事項別明細書、６、７ページをお願いいたします。歳入です。１款１項１目一般被保険者国民

健康保険税ですが、４節から６節の滞納繰り越し分については、繰り越し見込み額により減額す

るものです。 

 ８、９ページ下段をお願いします。１３款１項１目一般会計繰入金１節保険基盤安定繰入金

６,３８４万５,０００円は、平成３０年度施行の国保制度改革に伴う国の財政支援拡充による増

額です。 

 次に、歳出をお願いします。１２、１３ページ上段です。２款１項１目一般被保険者療養給付

費１９節負補交、一般被保険者分支払診療報酬負担金２億２,２７８万８,０００円は医療費の増

加に伴うもので、大きな要因といたしましては、高額なＣ型肝炎新治療薬が５月及び９月に保険

適用されたことにより、調剤費が全国的に大きく伸びたことによるものです。 

 １４ページ、１５ページ中段、２款２項１目一般被保険者高額療養費１９節負補交、一般高額

療養費負担金４,１７１万８,０００円は、先ほど説明いたしました高額な薬剤の発売が始まった

ことによる増額補正です。 

 ４項１目出産育児一時金１９節負補交の減額は、出産育児一時金対象者の減によるものです。 

 続きまして、１８から２１ページかけまして、６款１項１目介護納付金、７款１項１目高額医

療費共同事業医療費拠出金、２目保険財政共同安定化事業拠出金の１９節負補交の減額につきま

しては、それぞれ額の決定によるものでございます。 

 ２２、２３ページ下段、９款１項１目基金積立金２５節積立金、国民健康保険基金積立金は、

療養給付費が伸びたことにより積立金を減額するものです。 

 議案第５５号は以上でございます。 

 続きまして、議案第５６号をお願いいたします。議案第５６号平成２７年度由布市後期高齢者

医療特別会計補正予算（第２号）、平成２７年度由布市の後期高齢者医療特別会計補正予算（第

２号）は、次に定めるところによる。 

 第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ６３３万６,０００円を減額し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ４億１,８２９万円とする。第２項、歳入歳出予算の補正の款項

の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第１表歳入歳出予算補正
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による。平成２８年２月２５日提出、由布市長。 

 事項別明細書、６、７ページをお願いいたします。歳入です。１款１項後期高齢者医療保険料

につきましては、１月時点の特別徴収、普通徴収調定額をもとに収納見込み額を算出し補正額を

計上しています。 

 ３款１項一般会計繰入金につきましては、保険基盤安定事業の変更交付申請によるものでござ

います。 

 次に、歳出ですが、８、９ページをお願いいたします。２款１項１目後期高齢者医療広域連合

納付金１９節負補交は、保険料の減額に伴うものでございます。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（溝口 泰章君）  次に、議案第５７号について詳細説明を求めます。産業建設部長。 

○産業建設部長（生野 重雄君）  産業建設部長でございます。 

 議案第５７号について詳細説明を申し上げます。議案第５７号平成２７年度由布市簡易水道事

業特別会計補正予算（第３号）、平成２７年度由布市の簡易水道事業特別会計補正予算（第

３号）は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ８,０７２万

４,０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４億１,５００万７,０００円と

する。第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、第１表歳入歳出予算補正による。地方債の補正、第２条、地方債の変更は、第

２表地方債補正による。平成２８年２月２５日提出、由布市長。 

 内容につきましては、事項別明細書で御説明させていただきますので、７ページをお願いいた

します。まず歳入でございますが、３款１項国庫補助金２,２８６万４,０００円、この減額につ

きましては、庄内簡易水道導送水管布設工事ほかの入札減等によるものでございます。 

 続きまして、５款２項基金繰入金１,３８０万４,０００円、この増額につきましては、市債借

り入れ額の減額の補填によるものでございます。 

 ８款１項市債７,１１０万円の減額につきましても、入札減等による事業費減によるものでご

ざいます。 

 次に、９ページをお願いいたします。歳出でございます。１款１項１目総務管理費の区分１総

務管理費２７節公課費５０８万６,０００円の減額につきましては、消費税の確定申告手続を行

ったことによるものでございます。 

 また、１款１項３目建設改良費、区分１水道統合事業１５節工事請負費６,５０２万１,０００円

ほかの減額につきましても、歳入でも御説明いたしましたように、庄内簡易水道導送水管布設が

え工事ほかの入札減等による事業費減によるものでございます。 
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 以上で説明を終わります。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（溝口 泰章君）  次に、議案第５８号について詳細説明を求めます。健康福祉事務所長。 

○健康福祉事務所長（河野 尚登君）  健康福祉事務所長です。 

 議案第５８号をお願いいたします。議案第５８号平成２７年度由布市健康温泉館事業特別会計

補正予算（第２号）、平成２７年度由布市の健康温泉館事業特別会計補正予算（第２号）は、次

に定めるところによる。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２００万円を減額し、歳入歳出予算の総額を、

歳入歳出それぞれ１億３,２００万円とする。第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当

該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第１表歳入歳出予算補正による。平成

２８年２月２５日提出、由布市長。 

 事項別明細書、８、９ページをお願いいたします。１款１項２目施設管理費１１節需用費です

が、燃料代の値下がりによりまして、燃料費２００万円を減額するものでございます。 

 それに伴いまして、６、７ページで歳入の一般会計繰入金を同じく２００万円減額するもので

ございます。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（溝口 泰章君）  次に、議案第５９号について詳細説明を求めます。産業建設部長。 

○産業建設部長（生野 重雄君）  産業建設部長でございます。 

 議案第５９号について詳細説明を申し上げます。議案第５９号平成２７年度由布市水道事業会

計補正予算（第３号）。 

 総則、第１条、平成２７年度由布市水道事業会計の補正予算（第３号）は、次に定めるところ

による。 

 収益的収入及び支出、第２条、平成２７年度由布市水道事業会計予算第３条に定めた収益的収

入及び支出の予定額を次のとおり補正する。款の項目と補正予定額、計のみ読み上げさせていた

だきます。収入、第１款水道事業収益、補正予定額１,２８９万８,０００円、計６億３０６万

３,０００円、支出、第２款水道事業費用、補正予定額マイナス１,１８３万２,０００円、計

６億３,０９０万２,０００円。 

 ２ページをお願いいたします。資本的収入及び支出、第３条、予算第４条本文括弧書き中「不

足する額２億１,０８９万６,０００円」を「不足する額２億２６６万８,０００円」に、「過年

度分損益勘定留保資金２億１,０８９万６,０００円」を「過年度分損益勘定留保資金２億

２６６万８,０００円」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。収入、第

３款資本的収入、補正予定額マイナス２,９３８万９,０００円、計２億１,５６５万６,０００円、

第４款資本的支出、補正予定額マイナス３,７６１万７,０００円、計４億１,８３２万
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４,０００円。 

 議会の議決を経なければ流用することができない経費、第４条、予算第９条に定めた経費を次

のように改める。１、職員給与費、補正予定額１１万円、計７,４４９万４,０００円。平成

２８年２月２５日提出、由布市長。 

 内容につきましては、補正予算説明書で御説明いたします。５ページをお願いいたします。

５ページでございます。１款２項２目１節一般会計補助金１,７４９万９,０００円の減額ですが、

主な理由といたしましては、充当先の歳出、委託料の減額によるものでございます。 

 また、６目１節資本費繰入収益２,９４２万３,０００円の増額につきましては、地方公営企業

法の見直しにより、建設企業債償還のために繰り入れた一般会計補助金が収益化できることにな

ったことによるものでございます。 

 次に、収益的支出でございます。２款１項１目１５節委託料１,６１４万８,０００円の減額に

つきましては、事業量の変更によるものでございます。また、５目３２節有形固形資産減価償却

費９１２万円の増額につきましては、平成２６年度取得分の計上によるものでございます。 

 当初予算では、平成２６年度決算前のため、平成２６年度取得分は計上されておりません。 

 次に、７ページでございます。資本的収入でございます。３款１項１目１節建設企業債

２,０００万円の減額につきましては、充当先の歳出委託料の減額によるものでございます。 

 また、２目１節県補助金１,０００万円の減額につきましては、充当先の歳出、工事請負費の

減額によるものでございます。 

 ８ページをお願いします。次に、資本的支出でございます。４款１項１目１５節委託料

２,０４０万５,０００円の減額につきましては、事業量の変更及び入札減によるものでございま

す。 

 また、３０節工事請負費１,７３２万２,０００円の減額につきましては、老朽管更新工事等の

入札減によるものでございます。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（溝口 泰章君）  各議案の詳細説明が終わりました。 

 なお、議案第６０号から議案第６７号までの予算８件については、この後、設置予定の予算特

別委員会の中で詳細説明を求めます。 

 お諮りします。先ほど上程しました諮問第１号及び諮問第２号については、会議規則第３７条

第３項の規定により委員会付託を省略し、直ちに全員による審議にしたいと思いますが、これに

御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（溝口 泰章君）  異議なしと認めます。よって、委員会付託を省略し、直ちに全員による
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審議とすることに決定いたしました。 

 では、諮問第１号人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてを議題として質疑を行

います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（溝口 泰章君）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（溝口 泰章君）  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより、諮問第１号を採決します。本案は原案のとおり適任と答申することに賛成の方の起

立を求めます。 

〔議員18名中起立18名〕 

○議長（溝口 泰章君）  起立多数です。よって本案は原案のとおり適任と答申することに決定し

ました。 

 次に、諮問第２号人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてを議題として質疑を行

います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（溝口 泰章君）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（溝口 泰章君）  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより、諮問第２号を採決します。本案は原案のとおり適任と答申することに賛成の方の起

立を求めます。 

〔議員18名中起立18名〕 

○議長（溝口 泰章君）  起立多数です。よって本案は原案のとおり適任と答申することに決定し

ました。 

────────────・────・──────────── 

日程第７９．予算特別委員会の設置及び付託 

○議長（溝口 泰章君）  次に、日程第７９、予算特別委員会の設置及び付託を議題とします。 

 お諮りします。議案第６０号から議案第６７号までの平成２８年度会計予算８件については、

１９人の議員全員で構成する予算特別委員会を設置し、これに付託して審査したいと思います。

これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（溝口 泰章君）  異議なしと認めます。よって、議案第６０号から議案第６７号までの平

成２８年度会計予算８件については、１９人の議員全員で構成する予算特別委員会を設置し、こ

れに付託することに決定しました。 

 ただいま決定のとおり、議案第６０号から議案第６７号までの８件については、会議規則第

３７条第１項の規定により予算特別委員会に付託します。委員会での慎重審査をお願いいたしま

す。 

 ここで暫時休憩します。 

午後１時57分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後１時57分再開 

○議長（溝口 泰章君）  再開します。 

 休憩中に予算特別委員会の委員長及び副委員長の互選が行われ、その結果が手元に届いていま

すので報告します。 

 委員長に新井一徳君、副委員長に廣末英德君、以上のとおり互選された旨、報告がありました。 

────────────・────・──────────── 

○議長（溝口 泰章君）  以上で、本日の日程は全て終了いたしました。 

 次回の本会議は、３月１日午後１時３０分から一般質問を行います。 

 なお、一般質問通告書追加分の提出締め切りは、あすの正午まで、当初予算を除く質疑の発言

通告書の提出締め切りは３月２日の正午までとなっていますので、厳守をお願いいたします。 

 本日はこれにて散会します。御苦労さまでした。 

午後１時58分散会 

────────────────────────────── 

 


